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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 営業収益には消費税等は含まれておりません。 

２ 第107期中間期、第107期、第108期中間期、第108期、第109期中間期の潜在株式調整後１株当たり中間(当

期)純利益については、希薄化効果を有する潜在株式がないため記載しておりません。 

３ 従業員数は社員について示したものであり、執行役員、理事経営職、歩合外務員、嘱託・契約社員等は含ま

れておりません。 

４ 営業収益より、金融費用を控除したものを、「純営業収益」として計上しております。 

５ 純資産額の算定にあたり、平成18年9月中間連結会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第107期中 第108期中 第109期中 第107期 第108期

会計期間

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

営業収益 (百万円) 10,098 11,307 10,993 20,730 26,650

純営業収益 (百万円) 9,798 10,915 10,627 20,154 25,956

経常利益 (百万円) 1,012 1,698 364 2,459 5,876

中間(当期)純利益 (百万円) 1,017 1,394 277 2,259 5,052

純資産額 (百万円) 33,772 35,270 38,351 35,149 39,356

総資産額 (百万円) 144,612 168,482 189,152 157,990 216,171

１株当たり純資産額 (円) 79.77 83.33 89.83 82.90 92.72

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 2.40 3.29 0.66 5.21 11.67

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ─ ― ―

自己資本比率 (％) 23.4 20.9 20.1 22.2 18.2

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △6,695 4,620 686 △5,469 △11,261

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △554 △370 △464 △310 △1,140

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 3,414 921 1,117 3,324 13,033

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(百万円) 7,166 13,685 10,515 8,499 9,144

従業員数 (名) 785 840 930 773 849



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 自己資本規制比率は証券取引法第52条第1項の規定に基づき、「証券会社の自己資本規制に関する内閣府

令」の定めにより、決算数値をもとに算出したものであります。 

２ 営業収益には消費税等は含まれておりません。 

３ 第107期中間期、第107期、第108期中間期、第108期、第109期中間期の潜在株式調整後１株当たり中間(当

期)純利益については、希薄化効果を有する潜在株式がないため記載しておりません。 

４ 従業員数は社員について示したものであり、執行役員、理事経営職、歩合外務員、嘱託・契約社員等は含ま

れておりません。 

５ 営業収益より、金融費用を控除したものを、「純営業収益」として計上しております。 

６ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。 

  

回次 第107期中 第108期中 第109期中 第107期 第108期

会計期間

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

営業収益 
(うち受入手数料)

(百万円)
9,785 
(7,642)

10,983
(8,191)

10,702
(8,751)

20,129 
(15,113)

25,806
(20,065)

純営業収益 (百万円) 9,489 10,593 10,339 19,560 25,116

経常利益 (百万円) 1,010 1,650 406 2,431 5,651

中間(当期)純利益 (百万円) 880 1,372 324 2,115 5,006

資本金 (百万円) 32,366 32,366 32,366 32,366 32,366

発行済株式総数 (千株) 423,601 423,601 423,601 423,601 423,601

純資産額 (百万円) 33,577 35,004 37,689 34,927 38,920

総資産額 (百万円) 141,230 165,282 186,157 154,884 211,611

１株当たり純資産額 (円) 79.31 82.70 89.05 82.38 91.72

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 2.08 3.24 0.77 4.88 11.59

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ─ ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ─ 3.00 3.00

自己資本比率 (％) 23.8 21.2 20.2 22.6 18.4

自己資本規制比率 (％) 447.5 442.7 388.3 432.7 411.2

従業員数 (名) 743 802 885 733 804



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループが営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、新たに次の会社が提出会社の関係会社となりました。 

  

 
（注）当連結子会社につきましては、平成18年９月30日現在、香港SFCへ証券業免許の申請中であります。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 当社は単一の事業セグメントを有しており、全連結会社の従業員数の合計を記載しております。 

２ 従業員数は社員について示したものであり、執行役員14名、理事経営職6名、歩合外務員43名、嘱託・契約

社員等91名は含まれておりません。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は社員について示したものであり、執行役員12名、理事経営職6名、歩合外務員35名、嘱託・契約社員

等80名は含まれておりません。 

  

(3) 労働組合の状況 

コスモ証券従業員組合は、当社職員のみで組織する組合で、労使関係は組合結成以来きわめて円満に

推移しており、労使協調して社業の発展に努力しております。 

なお、平成18年９月30日現在における組合員数は488人となっており、また、上部団体には所属して

おりません。 

  

名  称 住  所 資本金
又は出資金

主要な事
業の内容

議決権の
所有割合
（％）

関係内容

（連結子会社） 千香港ドル

 日本環宇証券（香港）有限公司 香 港 50,000 証券業 100 役員の兼任 １名

  （注）

従業員数(人)

連結会社合計 930

従業員数(人) 885



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績の概要 

当中間連結会計期間のわが国経済は、民需を中心に緩やかな景気拡大が続きました。企業部門では好

調な業績を背景に設備投資を拡大させ、家計部門は雇用や所得が改善したことを受け、個人消費も底堅

く推移しました。また、デフレ懸念も後退したことから、日本銀行は平成18年7月にゼロ金利政策を解

除しました。 

このような経済環境にあって当中間連結会計期間の株式流通市場は、企業部門の好調な業績が継続す

るとの見方から、堅調なスタ－トとなり、日経平均株価は4月初旬に5年9ヶ月ぶりに17,500円台を回復

する局面がありました。しかし、5月以降は、円高や原油高が進んだことや、ゼロ金利政策の解除観測

が徐々に高まったことで株式市場は急落し、6月14日には、14,045円53銭と年初来安値をつけました。

その後、米国株式市場において、米国金利引上げの打止め期待などを背景に反発したことにより、外国

人投資家の投資姿勢が好転し、加えて、投資信託への資金流入も一段と活発となったことなどから、日

経平均株価は緩やかに回復し、平成18年9月末の日経平均株価は16,127円58銭で取引を終えました。 

一方、債券流通市場は、平成18年4月初旬に日本銀行が発表した日銀短観で景気堅調が示されたこと

を受け、日経平均株価は上値を追う展開となり、10年物長期国債の金利（以下、「長期金利」）は6年

ぶりに2.00％を付けました。5月以降は、ゼロ金利政策の解除観測が徐々に高まったことで株式市場は

急落し、円高が進行するなか、長期金利は1.70％台まで急低下した後、1.75％から2.00％の広いレンジ

で推移しました。7月に入ると、企業による設備投資計画が堅調であるという日銀短観の発表を受け、

日本銀行は7月14日にゼロ金利政策を解除しました。しかしその後は、追加利上げの観測感が薄れたこ

とや、景気鈍化を示す指標も相次いで発表されたことなどから、長期金利は1.60％前後まで低下し、平

成18年9月末には1.60％台半ばで取引を終えました。 

  

このような状況のもと、当中間連結会計期間の営業収益は109億93百万円（前年同期比2.8％減）、販

売費・一般管理費は103億42百万円（同11.4％増）となり、経常利益は3億64百万円（同78.6％減）、中

間純利益は2億77百万円（同80.1％減）となりました。 

  

当中間連結会計期間の主要な連結の収益・費用等の概況は、以下のとおりであります。 

① 受入手数料 

受入手数料の合計は90億22百万円(前年同期比6.3％増)となりました。内訳は以下のとおりであり

ます。 
  

 
  

前中間連結会計期間 
(百万円)

当中間連結会計期間
(百万円)

前連結会計年度
(百万円)

前年同期増減率 
(％)

受入手数料 8,489 9,022 20,848 6.3

 委託手数料 6,239 6,266 16,015 0.4

   (株券) (6,226) (6,192) (15,979) (△0.6)

   (債券) (4) (56) (10) (1,185.0)

 引受・売出手数料 291 566 1,023 94.3

   (株券) (269) (380) (978) (40.9)

   (債券) (21) (186) (45) (756.1)

 募集・売出しの 
 取扱手数料

955 1,074 1,862 12.4

 その他の受入手数料 1,002 1,114 1,947 11.2



ａ 委託手数料 

当中間連結会計期間の東証1日平均出来高は19億15百万株（前年同期比7.1％減）、同売買代金は

2兆5,767億77百万円（同52.3％増）となりました。こうした環境のもと、当社グループはアナリス

トによる情報の充実を図るとともに、中長期的な提案営業に努めたことなどから、当社グループの

総売買高は70億81百万株（同33.4％減）となりましたが、総売買代金は6兆6,267億39百万円（同

16.3％増）と増加し、そのうち委託売買高は61億66百万株（同35.3％減）、委託売買代金は5兆

4,439億84百万円（同13.7％増）となり、委託手数料収入は62億66百万円（同0.4％増）となりまし

た。 

ｂ 引受・売出手数料 

株式発行市場では、大型案件のなかった既公開株式の引受高は減少しましたが、新規公開株式に

おいて当社が主幹事を務めた案件が2件あったことなどから、株式引受高は86億68百万円（前年同

期比5.5％増）となりました。一方、債券発行市場では、今期より10年利付国債の引受シンジケー

ト団が廃止され、国債の引受けがなくなったほか、政府保証債や公募地方債も発行額が減少するな

ど、公共債の引受高が減少しました。一方、新株予約権付社債の大型引受案件があったことを受

け、債券引受高は325億29百万円（同1.9％増）となりました。これらの結果、引受・売出手数料は

合計で5億66百万円（同94.3％増）となりました。 

ｃ 募集・売出しの取扱手数料、その他の受入手数料 

当中間連結会計期間は、お客様により多くの充実した情報を提供する目的で、講演会や各種セミ

ナーを各店舗で積極的に展開しました。商品については、他社との差別化を図るため、中国の中小

型株を主要投資対象とした投資信託「コスモ・中国株厳選ファンド（愛称：百花繚乱）」を当社の

専用商品として取扱いを開始しました。また、お申込み手数料無料の投資信託としてお客様にご好

評いただいている「グローバル・ソブリン・オープン」については、分配金を再投資することによ

り複利運用が可能となる累積投資コースの取扱いも新たに開始しました。 

この結果、当中間連結会計期間の投資信託の募集・売出しの取扱高は5,893億28百万円（前年同

期比17.9％増）となり、募集・売出しの取扱手数料は10億74百万円（同12.4％増）となりました。

  

② トレーディング損益 

当中間連結会計期間のトレーディング損益は、株券等が3億38百万円（前年同期比67.2％減）、債

券等が4億32百万円（同40.4％減）となり、その他を含めたトレーディング損益の合計は7億62百万円

（同56.1％減）の利益となりました。 
  

 
  

③ 金融収支 

信用取引の収益が増加したことなどから、金融収益12億8百万円（前年同期比11.9％増）となりま

した。金融費用3億65百万円（同6.7％減）との差引金融収支は8億42百万円（同22.5％増）の利益と

なりました。 

  

④ 販売費・一般管理費 

「貯蓄から投資へ」の潮流が加速するなか、新規のお客様基盤を獲得すべく、積極的に広告宣伝を

展開したことなどにより取引関係費が増加しました。また、業務拡充への対応を図るべく、システム

インフラの整備にかかる事務委託を拡大したことから事務費等が増加し、この結果、当中間連結会計

期間の販売費・一般管理費は103億42百万円（前年同期比11.4％増）となりました。 

⑤ 特別損益 

投資有価証券売却益65百万円などにより特別利益80百万円を計上いたしました。一方、特別損失と

しては、証券取引責任準備金繰入1億22百万円、固定資産除却損12百万円などにより1億35百万円を計

上いたしました。 
  

前中間連結会計期間 
(百万円)

当中間連結会計期間
(百万円)

前連結会計年度
(百万円)

前年同期増減率 
(％)

トレーディング損益 1,738 762 3,515 △56.1

 株券等 1,030 338 2,301 △67.2

 債券・為替等 708 424 1,213 △40.0

   (債券等) (725) (432) (1,244) (△40.4)

   (為替等) (△17) (△7) (△30) (―)



(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローにつきましては、現金及び現金同等物は、期首残高より13

億70百万円増加し、当中間期末残高は105億15百万円(前連結会計年度末比15.0％増)となりました。 

内訳は以下のとおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によるキャッシュ・フローは、信用取引の収支で20億49百万円の支出、受入保証金で59億

34百万円の支出がありましたが、顧客分別金信託による114億39百万円の収入があったことなどか

ら、6億86百万円の収入（前年同期は46億20百万円の収入）となりました。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券等の売却により1億7百万円の収入がありまし

たが有形固定資産等の取得による2億55百万円の支出があったことなどから、4億64百万円の支出（前

年同期は3億70百万円の支出）となりました。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いによる12億69百万円の支出がありました

が、短期借入金による24億2百万円の収入があったことなどにより、11億17百万円の収入（前年同期

は9億21百万円の収入）となりました。 

  

(3) トレーディング業務の概要 

トレーディング商品：当中間連結会計期間の期末日時点のトレーディング商品の残高は、以下のとお

りです。 

  

 
  

トレーディングのリスク管理：「第５ 経理の状況」の(有価証券及びデリバティブ取引の状況)をご

参照ください。 

  

前中間連結会計期間末
(百万円)

当中間連結会計期間末
(百万円)

前連結会計年度末 
(百万円)

資産の部のトレーディング商品 9,833 12,342 10,863

 商品有価証券等 9,746 12,294 10,768

  株券 962 2,649 1,417

  債券 8,783 9,607 9,350

  受益証券等 0 37 ―

 デリバティブ取引 86 48 95

  オプション取引 4 ─ ―

  為替予約取引 0 1 3

  先物取引 82 46 91

負債の部のトレーディング商品 902 6,460 4,756

 商品有価証券等 872 6,409 4,720

  株券 ― 701 50

  債券 872 5,706 4,670

  受益証券等 ─ 1 ─

 デリバティブ取引 30 51 36

  オプション取引 ─ 6 ─

  為替予約取引 3 1 2

  先物取引 27 43 34



２ 【対処すべき課題】 

証券市場を取り巻く環境は、株式市場への不信感の高まりや、急速な株価高騰による高値警戒感などか

ら、株価が調整する場面もありました。しかし、郵便局における投資信託の純資産残高が、平成18年9月

末には3,600億円を超えるなど、「貯蓄から投資へ」の時代の流れを受けて、証券投資への関心は確実に

高まりつつあります。このような環境のなか、当社は他社と差別化された商品やサービスの提供、および

チャネル戦略の構築をはじめとした新たなビジネスモデルを創造し、確固たる経営基盤を構築することが

喫緊の課題であると考えております。 

また、収益の確保とならんで重要な内部管理体制の強化につきましては、当社グループが今後発展して

いくうえで重要な課題の一つとして取り組んでまいります。当社は、お客様が安心して投資を行える環境

を整備する目的に加え、平成18年5月施行の会社法、および平成19年7月施行予定の金融商品取引法を勘案

し、平成18年6月に内部統制推進部を新設しました。これにより、内部統制にかかる体制を整備し、また

財務報告にかかる適正性を確保してまいります。また、コンプライアンスプログラムに基づき、検査等内

部管理体制の強化と、コンプライアンス研修などによる社員教育の実施に重点を置いた諸施策に取り組ん

でまいります。 

さらに、当社グループにとって、人的資本は収益力を高める最大の資産であると同時に、将来の発展に

必要なナレッジを蓄積する担い手であるとの考えのもと、人材の確保・強化に取り組み、さらには、役職

員一人ひとりが自己研鑚し、持てる能力を最大限に発揮できる企業風土を醸成することも重要な課題とし

て考えております。 

  

３ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

４ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等は以下のとおりであります。 

  

 
  

会社名
店舗名又は 
設備の内容

所在地

設備予定額
(百万円) 資金調達

方法

着手及び完了予定
使用面積 
(㎡)

備考

総額 既支払額 着手 完了

提出会社
なんば支店 
１階コンサルテ
ィングスペース

大阪府大阪市中
央区

44 44 自己資金 平成18年5月 平成18年7月 101
移転
（賃借）

提出会社 姫路支店 兵庫県姫路市 36 36 自己資金 平成18年7月 平成18年9月 406
改装
（賃借）

提出会社
くずは駅前 
プラザ

大阪府枚方市 58 58 自己資金 平成18年8月 平成18年9月 238
新設
（賃借）

提出会社 芦屋プラザ 兵庫県芦屋市 68 － 自己資金 平成18年10月 平成18年11月 211
移転
（賃借）

提出会社 寝屋川プラザ 大阪府寝屋川市 42 － 自己資金 平成18年10月 平成18年11月 146
新設
（賃借）

提出会社
株通ダイヤル 
大分センター

大分県大分市 未定 － 自己資金 平成18年11月 平成18年12月 未定
移転
（賃借）

提出会社
基幹業務システ
ムの拡充

東京都中央区 1,310 23 自己資金 平成18年9月 平成20年3月 ―

 
基幹業務の
操作性等向
上 
 

提出会社
トレーディング
システム等の拡
充

東京都中央区 413 － 自己資金 平成18年9月 平成19年3月 ―

 
ホールセー
ルビジネス
の再構築 
 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 500,000,000

計 500,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年９月30日)

提出日現在 
発行数(株) 

(平成18年12月7日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 423,601,993 423,601,993
東京証券取引所市場第一部
大阪証券取引所市場第一部 
名古屋証券取引所市場第一部

―

計 423,601,993 423,601,993 ― ―



(2) 【新株予約権等の状況】 

 新株予約権 

  

 
(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により、目的となる株式の数を調整するものと

し、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由

が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案の上、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する

ものとします。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

株主総会の特別決議日(平成16年６月29日)

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数 1,642個 (注)１ 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 1,642,000株 同左

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり１円 (注)２ 同左

新株予約権の行使期間
平成17年７月１日から
平成20年６月30日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  1,642,000円
資本組入額 1,642,000円

同左

新株予約権行使の条件

新株予約権の行使可能期間に

おいて、前営業日の東京証券

取引所における当社普通株式

の普通取引の終値が450円以

上である日にのみ権利行使で

きるものとする。 

その他条件については、株主

総会決議及び取締役会決議に

基づき、当社と新株予約権者

との間で締結する契約に定め

るものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡する場合に

は、当社取締役会の承認を要

するものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 
(百万円)

平成18年９月30日 ― 423,601 ― 32,366 ― ―



(4) 【大株主の状況】 
平成18年９月30日現在 

 
(注) 上記の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。 

      
(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 
平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が62,000株(議決権62個)含ま

れております。 
２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式486株が含まれております。 

  
３ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には名義人以外からの株券喪失登録のあった株式が2,000株含
まれており、当該株式に係る議決権2個を議決権の数から控除しております。 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

株式会社ＣＳＫホールディング
ス

東京都港区南青山２丁目26番１号 210,900 49.79

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町２丁目２番１号 20,809 4.91

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社

東京都中央区晴海１丁目８番11号 3,620 0.85

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社

東京都港区浜松町２丁目11番３号 3,407 0.80

みずほ信託退職給付信託クボタ
口再信託受託者資産管理サービ
ス信託

東京都中央区晴海１丁目８番12号晴海
アイランドトリトンスクエアオフィス
タワーＺ棟

3,107 0.73

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 2,028 0.48

野村殖産株式会社 大阪市中央区高麗橋２丁目１番２号 1,780 0.42

株式会社奥村組 大阪市阿倍野区松崎町２丁目２番２号 1,642 0.39

資産管理サービス信託銀行株式
会社

東京都中央区晴海１丁目８番12号晴海
アイランドトリトンスクエアオフィス
タワーＺ棟

1,079 0.25

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲１丁目２番１号 1,044 0.25

計 ― 249,417 58.88

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 3,620千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 3,407千株
みずほ信託退職給付信託クボタ口再信託受託者資
産管理サービス信託

3,107千株

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
資産管理サービス信託銀行株式会社
みずほ信託銀行株式会社

2,028千株
1,079千株
1,044千株

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

369,000
―

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

421,857,000
421,855 同上

単元未満株式
普通株式

1,375,993
― 同上

発行済株式総数 423,601,993 ― ―

総株主の議決権 ― 421,855 ―



② 【自己株式等】 

平成18年９月30日現在 

 
(注) 株主名簿上は、当社名義となっていますが、実質的に所有していない株式が3,000株(議決権3個)あります。な

お、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めております。 

  

２ 【株価の推移】 

  

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部における市場相場であります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。

  

  

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数
の合計 
(株)

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
コスモ証券株式会社

大阪市中央区北浜１丁目
６番10号

369,000 ― 369,000 0.09

計 ― 369,000 ─ 369,000 0.09

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 328 302 247 234 230 228

最低(円) 289 241 195 185 193 190



４ 【業務の状況】 

(1) 受入手数料の内訳 

  

 
  

(2) トレーディング損益の内訳 

  

 
  

(3) 自己資本規制比率 

  

 
(注) 上記は証券取引法第52条第1項の規定に基づき、「証券会社の自己資本規制に関する内閣府令」の定めにより決

算数値をもとに算出したものであります。 

なお、当中間会計期間の市場リスク相当額の月末平均額は713百万円、月末最大額は796百万円、取引先リスク

相当額の月末平均額は2,198百万円、月末最大額は2,550百万円であります。 

期別 区分
株券
(百万円)

債券
(百万円)

受益証券
(百万円)

その他 
(百万円)

計 
(百万円)

第108期中
(自 平成17.４
至 平成17.９)

委託手数料 5,953 4 8 ― 5,965

引受・売出手数料 269 21 ― ― 291

募集・売出しの取扱手数料 6 58 877 ― 943

その他の受入手数料 337 13 523 116 990

計 6,567 98 1,409 116 8,191

第109期中
(自 平成18.４
至 平成18.９)

委託手数料 5,943 56 17 ─ 6,017

引受・売出手数料 380 186 ─ ─ 566

募集・売出しの取扱手数料 8 113 942 ─ 1,064

その他の受入手数料 94 10 756 240 1,102

計 6,426 367 1,717 240 8,751

区分

第108期中 第109期中

実現損益 
(百万円)

評価損益
(百万円)

計
(百万円)

実現損益
(百万円)

評価損益 
(百万円)

計 
(百万円)

株券等トレーディング損益 975 33 1,009 355 △27 327

債券等・その他のトレーディング損益 666 41 708 342 82 424

 債券等トレーディング損益 687 38 725 348 84 432

 その他のトレーディング損益 △20 2 △17 △5 △1 △7

計 1,642 75 1,717 697 54 752

区分 第108期中 第109期中

基本的項目(百万円) (A) 34,546 37,120

補完的項目

 評価差額金(評価益)等(百万円) 458 568
 証券取引責任準備金等(百万円) 832 1,181

 一般貸倒引当金(百万円) 13 8

 長期劣後債務(百万円) ― ─
 短期劣後債務(百万円) ― ─

計(百万円) (B) 1,304 1,759

控除資産(百万円) (C) 7,582 8,571

固定化されていない自己資本額(百万円)(A)＋(B)－(C) (D) 28,268 30,308

リスク相当額

 市場リスク相当額(百万円) 490 796
 取引先リスク相当額(百万円) 1,658 2,015
 基礎的リスク相当額(百万円) 4,235 4,991

計(百万円) (E) 6,384 7,803
自己資本規制比率 (D) / (E)  × 100(％) 442.7 388.3



(4) 有価証券の売買等業務の状況 

当上半期及び前年同期における有価証券の売買の状況は、次のとおりであります。 

① 有価証券の売買の状況(先物取引を除く) 

イ 株券 

  

 
  

ロ 公社債 

  

 
  

ハ 受益証券 

  

 
  

ニ その他 

  

 
  

〈受託取引の状況〉上記のうち受託取引の状況は次のとおりであります。 

  

 
  

期別 受託(百万円) 自己(百万円) 合計(百万円)

第108期中 
(自 平成17.４ 至 平成17.９)

4,781,773 886,335 5,668,108

第109期中 
(自 平成18.４ 至 平成18.９)

5,435,010 1,163,724 6,598,734

区分 受託(百万円) 自己(百万円) 合計(百万円)

第108期中 
(自 平成17.４ 至 平成17.９)

919 719,699 720,618

第109期中 
(自 平成18.４ 至 平成18.９)

7,909 690,534 698,443

期別 受託(百万円) 自己(百万円) 合計(百万円)

第108期中 
(自 平成17.４ 至 平成17.９)

40,204 10,371 50,575

第109期中 
(自 平成18.４ 至 平成18.９)

75,898 24,397 100,295

期別

新株引受権 
証書 

(新株予約権 
証券を含む) 
(百万円)

外国新株
引受権証券

 
 

(百万円)

コマー
シャル・
ペーパー

(百万円)

外国証書
 
 
 

(百万円)

その他 
 
 
 

(百万円)

合計 
 
 
 

(百万円)

第108期中 
(自 平成17.４ 至 平成17.９)

― 0 ― ― ― 0

第109期中 
(自 平成18.４ 至 平成18.９)

― 0 ― ― ― 0

期別

新株引受権 
証書 

(新株予約権 
証券を含む) 
(百万円)

外国新株
引受権証券

 
 

(百万円)

コマー
シャル・
ペーパー

(百万円)

外国証書
 
 
 

(百万円)

その他 
 
 
 

(百万円)

合計 
 
 
 

(百万円)

第108期中 
(自 平成17.４ 至 平成17.９)

― 0 ― ― ― 0

第109期中 
(自 平成18.４ 至 平成18.９)

― 0 ― ― ― 0



② 証券先物取引等の状況 

当上半期及び前年同期における証券先物取引等の状況は、次のとおりであります。 

イ 株式に係る取引 
  

 
  

ロ 債券に係る取引 
  

 
  

(5) 有価証券の引受、売出業務及び募集、売出し又は私募の取扱業務の状況 

当上半期及び前年同期における有価証券の引受、売出業務及び募集、売出し又は私募の取扱業務の状

況は、次のとおりであります。 

イ 株券 
  

 
  

ロ 公社債 
  

 

区分

先物取引
(取引契約金額：百万円)

オプション取引
(取引契約金額：百万円) 合計 

(取引契約金 
額：百万円)受託 自己 受託 自己

第108期中 
(自 平成17.４ 至 平成17.９)

61,645 241,174 3,794,667 586,610 4,684,097

第109期中 
(自 平成18.４ 至 平成18.９)

123,213 1,872,276 2,517,279 1,477,556 5,990,325

区分

先物取引
(取引契約金額：百万円)

オプション取引
(取引契約金額：百万円) 合計 

(取引契約金 
額：百万円)受託 自己 受託 自己

第108期中 
(自 平成17.４ 至 平成17.９)

― 705,510 ― 99,889 805,399

第109期中 
(自 平成18.４ 至 平成18.９)

─ 879,892 ─ 99,839 979,731

区分
引受高 
 

(百万円)

売出高
 

(百万円)

募集の取扱高
 

(百万円)

売出しの 
取扱高 
(百万円)

私募の取扱高
 

(百万円)

第108期中 
(自 平成17.４ 至 平成17.９)

8,218 7,670 ― 288 ―

第109期中 
(自 平成18.４ 至 平成18.９)

8,668 8,283 ─ 376 ─

期別
区分 引受高 

 
(額面金額 
：百万円)

売出高
 

(額面金額 
：百万円)

募集の取扱高
 

(額面金額 
：百万円)

売出しの 
取扱高 
(額面金額 
：百万円)

私募の取扱高
 

(額面金額 
：百万円)種類

第108期中
(自 平成17.４
至 平成17.９)

国債 5,262 ― 17,811 ― ―

地方債 21,657 ― 2,596 ― ―

特殊債 3,600 ― ― ― ―

社債 1,400 ― 100 ― ―

外国債券 ― ― ― ― ―

合計 31,919 ― 20,508 ― ―

第109期中
(自 平成18.４
至 平成18.９)

国債 ─ ─ 22,577 ─ ─

地方債 18,456 ─ 1,205 ─ ─

特殊債 2,700 ─ ─ ─ ─

社債 11,373 ─ 8,373 ─ ─

外国債券 ─ ─ ─ ─ ─

合計 32,529 ─ 32,155 ─ ─



ハ 受益証券 

  

 
  

ニ その他 

  

 
  

期別

区分
引受高 
 

(額面または 
申込金額 
：百万円)

売出高
 

(額面または 
申込金額 
：百万円)

募集の取扱高
 

(額面または 
申込金額 
：百万円)

売出しの 
取扱高 

(額面または 
申込金額 
：百万円)

私募の取扱高
 

(額面または 
申込金額 
：百万円)

種類

第108期中
(自 平成17.４
至 平成17.９)

株式投信

単位型 ― ― 4,090 ― ―

追加型 ― ― 27,417 ― 50

公社債 
投信

単位型 ― ― ― ― ―

追加型 ― ― 467,708 ― ―

外国投信 ― ― 504 ― ―

合計 ― ― 499,720 ― 50

第109期中
(自 平成18.４
至 平成18.９)

株式投信

単位型 ─ ─ ─ ─ ─

追加型 ─ ─ 57,395 ─ 3,700

公社債 
投信

単位型 ─ ─ ─ ─ ─

追加型 ─ ─ 527,746 ─ ─

外国投信 ─ ─ 486 ─ ─

合計 ─ ─ 585,628 ─ 3,700

期別

区分 引受高
 

(額面金額 
：百万円)

売出高
 

(額面金額 
：百万円)

募集の
取扱高 
(額面金額 
：百万円)

売出しの 
取扱高 
(額面金額 
：百万円)

私募の 
取扱高 
(額面金額 
：百万円)種類

第108期中 
(自 平成17.４ 至 平成17.９)

コマーシャル・ 
ペーパー

12,300 ― ― ― 12,300

第109期中 
(自 平成18.４ 至 平成18.９)

コマーシャル・
ペーパー

16,700 ─ ─ ─ 16,700



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)並びに同規則第48条及び第69条の規定に

基づき、当企業集団の主たる事業である証券業を営む会社の財務諸表に適用される「証券会社に関する

内閣府令」(平成10年総理府令・大蔵省令第32号)及び「証券業経理の統一について」(昭和49年11月14

日付日本証券業協会理事会決議)に準拠して作成しております。 

なお、前中間連結会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)は、改正前の中間連結財務諸

表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)は、改正後の中間連

結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、

「証券会社に関する内閣府令」(平成10年総理府令・大蔵省令第32号)及び「証券業経理の統一につい

て」(昭和49年11月14日付日本証券業協会理事会決議)に準拠して作成しております。 

なお、前中間会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則

に基づき、当中間会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)は、改正後の中間財務諸表等規

則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成17年4月1日から平成17年9

月30日まで)及び前中間会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)の中間連結財務諸表及び中間

財務諸表については、中央青山監査法人の中間監査を受け、当中間連結会計期間(平成18年4月1日から平

成18年9月30日まで)及び当中間会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)の中間連結財務諸表

及び中間財務諸表については、みすず監査法人と監査法人ブレインワークにより中間監査を受けておりま

す。 

当社の会計監査人は次のとおり交代しております。 

    前中間連結会計期間及び前中間会計期間  中央青山監査法人 

    当中間連結会計期間及び当中間会計期間  みすず監査法人 

                       監査法人ブレインワーク(共同監査) 

なお、従来から当社が監査証明を受けている中央青山監査法人は、平成18年9月1日に名称を変更し、み

すず監査法人となりました。 



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日現在)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日現在)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

(平成18年３月31日現在)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

  １ 現金・預金 14,540 11,754 10,233

  ２ 預託金 51,789 46,265 57,696

    顧客分別金信託 51,686 46,153 57,592

    その他の預託金 102 111 103

  ３ トレーディング 
    商品

※１ 9,833
12,342

10,863

    商品有価証券等 9,746 12,294 10,768

    デリバティブ取引 86 48 95

  ４ 約定見返勘定 1,467 ─ 1,584

  ５ 信用取引資産 73,559 91,446 112,120

    信用取引貸付金 66,067 88,571 109,305

    信用取引借証券 
    担保金

7,492 2,875 2,815

  ６ 有価証券担保 
    貸付金

3,342 9,427 6,984

    借入有価証券 
    担保金

3,342 9,427 6,984

  ７ 立替金 119 65 50

  ８ 募集等払込金 115 759 644

  ９ 短期差入保証金 2,829 5,588 4,113

  10 未収入金 54 80 93

  11 未収収益 1,286 1,297 1,335

  12 繰延税金資産 700 770 770

  13 その他の流動資産 330 317 323

  14 貸倒引当金 △26 △11 △35

  流動資産計 159,942 94.9 180,104 95.2 206,778 95.7

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※４ 2,544 2,667 2,614

  (1) 建物 1,042 1,112 1,059

  (2) 器具・備品 1,106 1,167 1,167

  (3) 土地 395 387 387

 ２ 無形固定資産 755 713 684

 ３ 投資その他の資産 5,240 5,666 6,094

  (1) 投資有価証券 ※１ 3,071 3,546 3,964

  (2) 長期貸付金 3 1 2

  (3) 長期差入保証金 1,356 1,436 1,373

  (4) その他の投資等 1,730 1,385 1,665

  (5) 貸倒引当金 △922 △704 △911

  固定資産計 8,539 5.1 9,048 4.8 9,392 4.3

  資産合計 168,482 100.0 189,152 100.0 216,171 100.0



前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日現在)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日現在)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

(平成18年３月31日現在)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

  １ トレーディング 
    商品

902 6,460 4,756

    商品有価証券等 872 6,409 4,720

    デリバティブ取引 30 51 36

  ２ 約定見返勘定 ─ 1,140 ─

  ３ 信用取引負債 57,107 54,618 77,341

    信用取引借入金 ※１ 41,764 46,471 67,570

    信用取引貸証券 
    受入金

15,342 8,146 9,771

  ４ 預り金 18,331 17,285 18,404

  ５ 受入保証金 42,195 41,914 47,849

  ６ 短期借入金 ※１ 11,235 20,755 18,353

  ７ 未払法人税等 81 71 173

  ８ 賞与引当金 496 338 905

  ９ その他の流動負債 1,093 1,282 1,647

  流動負債計 131,443 78.0 143,868 76.1 169,431 78.4

Ⅱ 固定負債

  １ 長期借入金 ― 5,000 5,000

  ２ 繰延税金負債 353 542 698

  ３ 退職給付引当金 135 119 100

  ４  その他の固定負債 31 68 31

  固定負債計 521 0.3 5,730 3.0 5,830 2.7

Ⅲ 特別法上の準備金 ※５

  １ 証券取引責任 
    準備金

857 1,201 1,078

  ２ 金融先物取引 
    責任準備金

0 1 0

  特別法上の準備金計 857 0.5 1,202 0.6 1,079 0.5

  負債合計 132,822 78.8 150,801 79.7 176,341 81.6

(少数株主持分)

  少数株主持分 389 0.3 ― ― 472 0.2

(資本の部)

Ⅰ 資本金 32,366 19.2 ― ― 32,366 15.0

Ⅱ 利益剰余金 2,421 1.4 ― ― 6,078 2.8

Ⅲ その他有価証券 
  評価差額金

535 0.3 ― ― 971 0.4

Ⅳ 自己株式 △52 △0.0 ― ― △59 △0.0

  資本合計 35,270 20.9 ― ― 39,356 18.2

  負債・少数株主持分 
  及び資本合計

168,482 100.0 ― ― 216,171 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日現在)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日現在)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

(平成18年３月31日現在)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

  １ 資本金 ― ─ 32,366 17.1 ― ─

  ２ 利益剰余金 ― ─ 4,974 2.6 ― ─

  ３ 自己株式 ― ─ △66 △0.0 ― ─

  株主資本合計 ― ─ 37,274 19.7 ― ─

Ⅱ 評価・換算差額等

  １ その他有価証券 
    評価差額金

― ─ 746 0.4 ― ─

  評価・換算差額等合計 ― ─ 746 0.4 ― ─

Ⅲ 少数株主持分 ― ─ 330 0.2 ― ─

  純資産合計 ― ─ 38,351 20.3 ― ─

  負債及び純資産合計 ― ― 189,152 100.0 ― ―



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 営業収益

  １ 受入手数料 8,489 9,022 20,848

    委託手数料 6,239 6,266 16,015

    引受・売出手数料 291 566 1,023

    募集・売出しの 
    取扱手数料

955 1,074 1,862

    その他の 
    受入手数料

1,002 1,114 1,947

  ２ トレーディング 
    損益

1,738 762 3,515

  ３ 金融収益 1,079 1,208 2,286

  ４ その他の営業収益 0 0 0

    営業収益合計 11,307 100.0 10,993 100.0 26,650 100.0

    金融費用 392 3.5 365 3.3 694 2.6

    純営業収益 10,915 96.5 10,627 96.7 25,956 97.4

Ⅱ 販売費・一般管理費

  １ 取引関係費 1,659 2,208 3,839

  ２ 人件費 ※１ 4,610 4,746 10,173

  ３ 不動産関係費 1,104 1,189 2,225

  ４ 事務費 1,222 1,490 2,569

  ５ 減価償却費 322 329 674

  ６ 租税公課 110 103 228

  ７ その他 251 274 522

  販売費・ 
  一般管理費合計

9,281 82.1 10,342 94.1 20,232 75.9

  営業利益 1,633 14.4 284 2.6 5,723 21.5

Ⅲ 営業外収益 ※２ 109 1.0 152 1.4 207 0.8

Ⅳ 営業外費用 ※２ 44 0.4 73 0.7 55 0.2

  経常利益 1,698 15.0 364 3.3 5,876 22.1

Ⅴ 特別利益

  投資有価証券売却益 159 65 159

  貸倒引当金れい入 34 15 36

  本店移転補償金 100 ─ 100

    特別利益計 294 2.6 80 0.7 296 1.1

Ⅵ 特別損失

  投資有価証券売却損 ― ─ 15

  投資有価証券評価減 0 0 121

  固定資産除却損 ※３ 185 12 205

  ゴルフ会員権退会損 ─ ─ 9

  店舗移転費用 ― ─ 4

  本店移転費用 68 ─ 68

  減損損失 ※４ 68 ─ 83

  差入保証金解約金 36 ─ 36

  証券市場基盤整備基金 
  拠出金

― ─ 100

  証券取引責任 
  準備金繰入

199 122 421

  金融先物取引責任 
  準備金繰入

0 0 0

    特別損失計 558 4.9 135 1.2 1,067 4.0

  税金等調整前 
  中間(当期)純利益

1,433 12.7 308 2.8 5,104 19.2

  法人税、住民税 
  及び事業税

20 16 94

  法人税等調整額 ― 20 0.2 ─ 16 0.2 △69 24 0.1

  少数株主利益 18 0.2 14 0.1 27 0.1

  中間(当期)純利益 1,394 12.3 277 2.5 5,052 19.0



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結剰余金計算書
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 2,351 2,351

Ⅱ 利益剰余金増加高 1,394 5,052

 １ 中間(当期)純利益 1,394 5,052

Ⅲ 利益剰余金減少高 1,324 1,324

 １ 配当金 1,270 1,270

 ２ 役員賞与 54 54

Ⅳ 利益剰余金 
  中間期末(期末)残高

2,421 6,078



④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 32,366 6,078 △59 38,385

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △1,269 △1,269

 役員賞与の支給 △111 △111

 中間純利益 277 277

 自己株式の取得 △6 △6

 株主資本以外の項目の中間連結  
 会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ △1,104 △6 △1,110

平成18年９月30日残高(百万円) 32,366 4,974 △66 37,274

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 971 971 472 39,829

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △1,269

 役員賞与の支給 △111

 中間純利益 277

 自己株式の取得 △6

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△225 △225 △142 △367

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△225 △225 △142 △1,478

平成18年９月30日残高(百万円) 746 746 330 38,351



⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー
   税金等調整前中間(当期) 
   純利益

1,433 308 5,104

   減価償却費 322 330 674

   減損損失 68 ─ 83

   賞与引当金の増減(△) 42 △566 451

   退職給付引当金の 
   増減(△)

25 18 △9

   貸倒引当金の増減(△) △49 △15 △36

   受取利息及び受取配当金 △1,047 △1,230 △2,184

   支払利息 389 362 689

   投資有価証券売却益 △159 △65 △159

   投資有価証券売却損 ― ─ 15

   固定資産除却損 185 12 205

   投資有価証券評価減 0 0 121

   証券取引責任準備金繰入 199 122 421

   その他 1 20 △4

   資産項目の増減

     顧客分別金信託の 
     増(△)減

△9,315 11,439 △15,222

     トレーディング商品 
     (資産)の増(△)減

1,827 △1,479 797

     約定見返勘定の 
     増(△)減

855 1,584 738

     信用取引資産の 
     増(△)減

△1,024 20,674 △39,585

     借入有価証券担保金 
     の増(△)減

3,211 △2,443 △429

     その他の増(△)減 △566 △1,648 △2,359

   負債項目の増減

     トレーディング商品 
     (負債)の増減(△)

△3,987 1,704 △133

     約定見返勘定の 
     増減(△)

― 1,140 ―

     信用取引負債の 
     増減(△)

△2,964 △22,723 17,270

     預り金の増減(△) 4,556 △1,118 4,629

     受入保証金の 
     増減(△)

10,420 △5,934 16,073

     その他の増減(△) △241 △472 348

   役員賞与の支払額  △57 △118 △57

    小計 4,126 △98 △12,557

   利息及び配当金の受取額 927 1,183 2,047

   利息の支払額 △368 △341 △687



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

   法人税等の支払額 △64 △57 △63

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

4,620 686 △11,261

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

   定期預金の預入による 
   支出

△197 △149 △430

   有形固定資産等の取得 
   による支出

△297 △255 △604

   有形固定資産等の売却 
   による収入

19 ─ 19

   投資有価証券の取得 
   による支出

△26 △17 △236

   投資有価証券の売却 
   による収入

266 107 301

   連結子会社株式の取得 
   による支出

─ △57 ─

   貸付による支出 △5 △0 △1

   貸付金の回収による収入 3 1 4

   その他 △132 △92 △193

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△370 △464 △1,140

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

   短期借入金の増減(△) 2,212 2,402 9,331

   長期借入による収入 － ─ 5,000

   自己株式の取得による 
   支出

△14 △6 △21

   配当金の支払額 △1,270 △1,269 △1,270

   少数株主への配当金の 
   支払額

△6 △8 △6

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

921 1,117 13,033

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

13 31 13

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  増加額又は減少額(△)

5,185 1,370 644

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高

8,499 9,144 8,499

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

13,685 10,515 9,144



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

 (イ)連結子会社の数    ２社

   津山証券株式会社

   コスモエンタープライズ株式

会社

１ 連結の範囲に関する事項

 (イ)連結子会社の数    ３社

   津山証券株式会社

   コスモエンタープライズ株式

会社

   日本環宇証券(香港)有限公司

    なお、日本環宇証券(香港)

有限公司の設立に伴い、平成

18年8月18日より連結子会社

となりました。

１ 連結の範囲に関する事項

 (イ)連結子会社の数    ２社

   津山証券株式会社   

   コスモエンタープライズ株式

会社

 (ロ)主要な非連結子会社の名称等

   ＣＧＦ３号投資事業組合

   連結の範囲から除いた理由

    非連結子会社の総資産、売

上高、中間純利益及び利益

剰余金(持分に見合う額)等

は、中間連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていない

ためであります。

 (ロ)主要な非連結子会社の名称等

同左

   連結の範囲から除いた理由

同左

 (ロ)主要な非連結子会社の名称等

   ＣＧＦ３号投資事業組合

   連結の範囲から除いた理由

    非連結子会社の総資産、売

上高、当期純利益及び利益

剰余金(持分に見合う額)等

は、連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないため

であります。

２ 持分法の適用に関する事項

 (イ)持分法を適用した非連結子会

社数

   該当事項はありません。

２ 持分法の適用に関する事項

 (イ)持分法を適用した非連結子会

社数

同左

２ 持分法の適用に関する事項

 (イ)持分法を適用した非連結子会

社数

同左

 (ロ)持分法を適用した関連会社数 

   該当事項はありません。

 (ロ)持分法を適用した関連会社数

同左

 (ロ)持分法を適用した関連会社数

同左

 (ハ)持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社のうち主要

な会社等の名称

   ＣＧＦ３号投資事業組合

   持分法を適用しない理由

    持分法を適用しない非連結

子会社は、中間連結財務諸

表に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要

性がないため、持分法の適

用から除外しております。

 (ハ)持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社のうち主要

な会社等の名称

同左

   持分法を適用しない理由

同左

 (ハ)持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社のうち主要

な会社等の名称

   ＣＧＦ３号投資事業組合

   持分法を適用しない理由

    持分法を適用しない非連結

子会社は、連結財務諸表に

及ぼす影響が軽微であり、

かつ全体としても重要性が

ないため、持分法の適用か

ら除外しております。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

  連結子会社の中間決算日は、い

ずれも９月30日であります。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

同左

３ 連結子会社の決算日等に関する

事項

  連結子会社の決算日は、いずれ

も３月31日であります。

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) トレーディング商品に属する

有価証券の評価基準及び評価

方法

   当社におけるトレーディング

商品並びに連結子会社のトレ

ーディングに関する有価証券

(売買目的有価証券)及びデリ

バティブ取引等については、

時価法を採用しております。

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) トレーディング商品に属する

有価証券の評価基準及び評価

方法

同左

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) トレーディング商品に属する

有価証券の評価基準及び評価

方法

同左



前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 (2) トレーディング商品に属さな

い有価証券、その他の商品の

評価基準及び評価方法

 (2) トレーディング商品に属さな

い有価証券、その他の商品の

評価基準及び評価方法

 (2) トレーディング商品に属さな

い有価証券、その他の商品の

評価基準及び評価方法

  その他有価証券

   ア 時価のあるもの

     時価をもって中間連結貸

借対照表価額とし、取得

原価との評価差額を全部

資本直入する方法によっ

ております。(売却原価

は移動平均法により算定

しております。)

  その他有価証券

   ア 時価のあるもの

          時価をもって中間連結貸

借対照表価額とし、取得

原価との評価差額を全部

純資産直入する方法によ

っております。(売却原

価は移動平均法により算

定しております。)

  その他有価証券等

   ア 時価のあるもの

     時価をもって連結貸借対

照表価額とし、取得原価

との評価差額を全部資本

直入する方法によってお

ります。(売却原価は移

動平均法により算定して

おります。)

   イ 時価のないもの

     移動平均法による原価法

によっております。な

お、投資事業有限責任組

合等への出資について

は、組合契約に規定され

る決算報告日に応じて入

手可能な最近の決算書を

基礎とし、組合決算の持

分相当額を純額方式によ

り当中間連結会計期間の

損益として計上すること

としております。また、

組合等がその他有価証券

を保有している場合で当

該有価証券に評価差額が

ある場合には、評価差額

に対する持分相当額をそ

の他有価証券評価差額金

に計上することとしてお

ります。

   イ 時価のないもの

同左

   イ 時価のないもの

     移動平均法による原価法

によっております。な

お、投資事業有限責任組

合等への出資について

は、組合契約に規定され

る決算報告日に応じて入

手可能な最近の決算書を

基礎とし、組合決算の持

分相当額を純額方式によ

り当連結会計年度の損益

として計上することとし

ております。また、組合

等がその他有価証券を保

有している場合で当該有

価証券に評価差額がある

場合には、評価差額に対

する持分相当額をその他

有価証券評価差額金に計

上することとしておりま

す。

───  (3) デリバティブ取引

      時価法によっております。

 (3) デリバティブ取引

              同左

 (4) 重要な減価償却資産の減価償

却方法

  ① 有形固定資産

    主として、定額法によって

おります。なお、主な耐用

年数は以下のとおりであり

ます。

建物 ６～50年

器具備品 ２～20年

 (4) 重要な減価償却資産の減価償

却方法

  ① 有形固定資産

同左

 (4) 重要な減価償却資産の減価償

却方法

  ① 有形固定資産

同左



前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

  ② 無形固定資産

    定額法を採用しておりま

す。ただし、自社利用のソ

フトウェアについては社内

における利用可能期間(５

年)に基づく定額法によっ

ております。

  ② 無形固定資産

同左

  ② 無形固定資産

同左

 (5) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

    貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を

計上しております。

 (5) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

同左

 (5) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

同左

  ② 賞与引当金

    従業員に対する賞与の支払

に備えるため、当社及び連

結子会社所定の計算方法に

よる支払見込額を計上して

おります。

  ② 賞与引当金

        同左

  ② 賞与引当金

        同左    

  ③ 退職給付引当金

    従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、

当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認めら

れる額を計上しておりま

す。

    過去勤務債務は、その発生

時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(８

年)による定額法により按

分した額を費用処理してお

ります。

    数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(８年)

による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌連

結会計年度から費用処理す

ることとしております。

  ③ 退職給付引当金

同左

  ③ 退職給付引当金

    従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づいた

額を計上しております。

    過去勤務債務は、その発生

時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(８

年)による定額法により按

分した額を費用処理してお

ります。

    数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(８年)

による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌連

結会計年度から費用処理す

ることとしております。



前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 (6) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

   外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しておりま

す。

 (6) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

同左

 (6) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

   外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

 (7) 重要なリース取引の処理方法

   リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引については主として通常の

賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっておりま

す。

 (7) 重要なリース取引の処理方法

同左

 (7) 重要なリース取引の処理方法

同左

―――  (8) 重要なヘッジ会計の方法

  ① ヘッジ会計の方法

    特例処理の要件を満たして

いる金利スワップについて

特例処理によっておりま

す。

 (8) 重要なヘッジ会計の方法

  ① ヘッジ会計の方法

    特例処理の要件を満たして

いる金利スワップについて

特例処理によっておりま

す。

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象

     当中間連結会計期間にヘッ

ジ会計を適用したヘッジ手

段とヘッジ対象は以下のと

おりであります。

     (a) ヘッジ手段…金利スワッ

プ取引

     (b) ヘッジ対象…借入金

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象

    当連結会計年度にヘッジ会

計を適用したヘッジ手段と

ヘッジ対象は以下のとおり

であります。

   (a) ヘッジ手段…金利スワッ

プ取引

   (b) ヘッジ対象…借入金

  ③ ヘッジ方針

    当社は一部の借入金の金利

変動リスクを回避する目的

で金利スワップ取引を行っ

ており、ヘッジ対象の識別

は個別契約ごとに行ってお

ります。

  ③ ヘッジ方針

    当社は一部の借入金の金利

変動リスクを回避する目的

で金利スワップ取引を行っ

ており、ヘッジ対象の識別

は個別契約ごとに行ってお

ります。

  ④ ヘッジ有効性評価の方法

    特例処理によっている金利

スワップのため、有効性の

評価を省略しております。

  ④ ヘッジ有効性評価の方法

    特例処理によっている金利

スワップのため、有効性の

評価を省略しております。

 (9) 消費税等の会計処理方法

   消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によってお

ります。

 (9) 消費税等の会計処理方法

同左

 (9) 消費税等の会計処理方法

   税抜方式によっております。

ただし、資産に係る控除対象

外消費税等は発生事業年度の

期間費用としております。

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

  中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及び現

金同等物)は、手持現金及び当

座預金、普通預金等の随時引き

出し可能な預金からなっており

ます。

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

同左

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

  連結キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同

等物)は、手持現金及び当座預

金、普通預金等の随時引き出し

可能な預金からなっておりま

す。



会計方針の変更 

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(固定資産の減損に係る会計基準)

 当中間連結会計期間から「固定資

産の減損に係る会計基準」(「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」(企業会計審議会

平成14年8月9日))及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６

号)を適用しております。

 これにより、税金等調整前中間純

利益が68百万円減少しております。

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づき当該各資産の金額から直接

控除しております。

─── (固定資産の減損に係る会計基準)

 当連結会計年度から「固定資産の

減損に係る会計基準」(「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」(企業会計審議会 平成

14年8月9日))及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」(企業

会計基準委員会 平成15年10月31日

企業会計基準適用指針第６号)を適

用しております。

 これにより、税金等調整前当期純

利益が83百万円減少しております。

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則に基

づき当該各資産の金額から直接控除

しております。

─── (貸借対照表の純資産の部の表示に関
する会計基準) 
 当中間連結会計期間から「貸借対照
表の純資産の部の表示に関する会計基
準」(企業会計基準第５号 平成17年
12月9日)及び「貸借対照表の純資産の
部の表示に関する会計基準等の適用指
針」(企業会計基準適用指針第８号
平成17年12月9日)を適用しておりま
す。 
  これによる損益に与える影響はあり
ません。 
 従来の資本の部の合計に相当する金
額は38,020百万円であります。 
 なお、中間連結財務諸表規則の改正
により、当中間連結会計期間における
中間連結貸借対照表は、改正後の中間
連結財務諸表規則により作成しており
ます。 
(企業結合に係る会計基準等) 
 当中間連結会計期間から「企業結合
に係る会計基準」(企業会計審議会
平成15年10月31日)及び「事業分離等
に関する会計基準」(企業会計基準委
員会 平成17年12月27日 企業会計基
準第7号)並びに「企業結合会計基準及
び事業分離等会計基準に関する適用指
針」(企業会計基準委員会 平成17年
12月27日 企業会計基準適用指針第10
号)を適用しております。 
 これによる損益に与える影響はあり
ません。

───



表示方法の変更 

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

 「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年法

律第97号)が平成16年６月９日に公布(平成16年12月１日

より適用)されたことおよび「金融商品会計に関する実

務指針」(会計制度委員会報告第14号)が平成17年２月15

日に改正されたことに伴い、投資事業有限責任組合およ

びそれに類する組合への出資(証券取引法第２条第２項

により有価証券としてみなされるもの)を前年度中間期

は投資その他の資産の「その他の投資等」に含めて表示

しておりましたが、前年度末から「投資有価証券」とし

て表示する方法に変更いたしました。 

 なお、前年度中間期末の投資その他の資産の「その他

の投資等」に含まれる当該金額は557百万円、「投資有

価証券」に含まれる当該金額は、当年度中間期末は373

百万円、前年度末は387百万円であります。

───



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日現在)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日現在)

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日現在)

※１ 担保に供されている資産の状

況は、別表記載のとおりであ

ります。

※１ 担保に供されている資産の状

況は、別表記載のとおりであ

ります。

※１ 担保に供されている資産の状

況は、別表記載のとおりであ

ります。

 ２ 担保として差し入れた有価証

券の時価額は以下のとおりで

あります。(上記１に属する

ものを除く)

項目
金額 
(百万円)

信用取引貸証券 17,724

信用取引借入金の 
本担保証券

42,517

差入保証金代用有価証券 393

その他担保として 
差し入れた有価証券

14,985

 ２ 担保として差し入れた有価証

券の時価額は以下のとおりで

あります。(上記１に属する

ものを除く)

項目
金額
(百万円)

信用取引貸証券 8,423

信用取引借入金の
本担保証券

47,807

差入保証金代用有価証券 1,853

その他担保として
差し入れた有価証券

17,194

 ２ 担保として差し入れた有価証

券の時価額は以下のとおりで

あります。(上記１に属する

ものを除く)

項目
金額 
(百万円)

信用取引貸証券 10,389

信用取引借入金の
本担保証券

69,790

差入保証金代用有価証券 2,172

その他担保として
差し入れた有価証券

24,768

 ３ 担保として受け入れた有価証

券の時価額は以下のとおりで

あります。

項目
金額 
(百万円)

信用取引貸付金の 
本担保証券

67,274

信用取引借証券 7,579

消費貸借契約により 
借り入れた有価証券

3,296

受入証拠金代用有価証券 2,018

受入保証金代用有価証券 87,852

 ３ 担保として受け入れた有価証

券の時価額は以下のとおりで

あります。

項目
金額
(百万円)

信用取引貸付金の
本担保証券

81,117

信用取引借証券 2,958

消費貸借契約により
借り入れた有価証券

9,406

受入証拠金代用有価証券 1,550

受入保証金代用有価証券 103,055

 ３ 担保として受け入れた有価証

券の時価額は以下のとおりで

あります。

項目
金額 
(百万円)

信用取引貸付金の
本担保証券

107,331

信用取引借証券 2,795

消費貸借契約により
借り入れた有価証券

6,933

受入証拠金代用有価証券 2,808

受入保証金代用有価証券 122,782

※４ 有形固定資産から控除した減

価償却累計額

建物 855百万円

器具・備品 1,139

計 1,994

※４ 有形固定資産から控除した減

価償却累計額

建物 971百万円

器具・備品 1,359

計 2,330

※４ 有形固定資産から控除した減

価償却累計額

建物 924百万円

器具・備品 1,243

計 2,168

※５ 特別法上の準備金の計上を規

定した法令の条項は、次のと

おりであります。

  １ 証券取引責任準備金

     証券取引法第51条

  ２ 金融先物取引責任準備金

     金融先物取引法第81条

※５ 特別法上の準備金の計上を規

定した法令の条項は、次のと

おりであります。

  １ 証券取引責任準備金

     証券取引法第51条

  ２ 金融先物取引責任準備金

     金融先物取引法第81条

※５ 特別法上の準備金の計上を規

定した法令の条項は、次のと

おりであります。

  １ 証券取引責任準備金

     証券取引法第51条

  ２ 金融先物取引責任準備金

     金融先物取引法第81条



(別表) 担保に供されている資産の状況表 

  

 
(注) １ 中間連結貸借対照表計上額欄の( )内書は、担保付のものであります。 

２ 「その他」 欄に記載の金額は、信用取引の自己融資に係る見返り株券のうち担保に供されているものであ

り、その金額は期末時価によっております。 

  なお、上記のほか、信用取引の自己融資見返り株券を先物取引差入証拠金の代用として2,084百万円、発行

日取引差入証拠金の代用として25百万円を差し入れております。 

  

 
(注) １ 中間連結貸借対照表計上額欄の( )内書は、担保付のものであります。 

２ 「その他」 欄に記載の金額は、借入有価証券及び信用取引の自己融資に係る見返り株券のうち担保に供さ

れているものであり、その金額は期末時価によっております。 

  なお、上記のほか、信用取引の自己融資見返り株券を先物取引差入証拠金の代用として2,488百万円、発行

日取引差入証拠金の代用として13百万円を差し入れております。 

  

 
(注) １ 連結貸借対照表計上額欄の( )内書は、担保付のものであります。 

２ 「その他」 欄に記載の金額は、信用取引の自己融資に係る見返り株券のうち担保に供されているものであ

り、その金額は期末時価によっております。 

  なお、上記のほか、信用取引の自己融資見返り株券を先物取引差入証拠金の代用として3,266百万円、発行

日取引差入証拠金の代用として７百万円を差し入れております。 

  

科目
中間連結貸借 
対照表計上額 
(百万円)

担保の内訳

トレーディ
ング商品 
(百万円)

投資
有価証券 
(百万円)

その他
 

(百万円)

計 
 

(百万円)

第108期中間
(17・９・30)

短期借入金
(4,195)
11,235

1,695 1,475 2,225 5,397

信用取引借入金
(41,764)
41,764

606 17 4,375 4,999

計
(45,959)
52,999

2,302 1,493 6,601 10,396

科目
中間連結貸借 
対照表計上額 
(百万円)

担保の内訳

トレーディ
ング商品 
(百万円)

投資
有価証券 
(百万円)

その他
 

(百万円)

計 
 

(百万円)

第109期中間
(18・９・30)

短期借入金
(1,615)
20,755

398 2,016 1,090 3,506

信用取引借入金
(46,471)
46,471

72 20 8,372 8,466

計
(48,087)
67,227

471 2,037 9,463 11,972

科目
連結貸借 
対照表計上額 
(百万円)

担保の内訳

トレーディ
ング商品 
(百万円)

投資
有価証券 
(百万円)

その他
 

(百万円)

計 
 

(百万円)

第108期 
(18・３・31)

短期借入金
(2,213)
18,353

397 1,918 1,474 3,790

信用取引借入金
(67,570)
67,570

185 23 14,145 14,354

計
(69,784)
85,924

583 1,942 15,619 18,145



次へ 

(中間連結損益計算書関係) 

  

   
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※１ 人件費には、賞与引当金繰入

額496百万円が含まれており

ます。

※１ 人件費には、賞与引当金繰入

額338百万円が含まれており

ます。

※１ 人件費には、賞与引当金繰入

額905百万円が含まれており

ます。

 

※２ 営業外損益の主要な内訳

営業外収益

 受取配当金 
 (その他 
 有価証券等)

47百万円

 その他 61百万円

※２ 営業外損益の主要な内訳

営業外収益

 受取配当金
 (その他 
 有価証券等)

85百万円

 寮・社宅家賃
 受入れ

45百万円

 その他 21百万円

営業外費用

 投資事業組合
 関係費用

9百万円

 開業費 40百万円

 その他 23百万円
 

※２ 営業外損益の内訳

営業外収益

受取配当金 
 (その他 
 有価証券等)

57百万円

寮・社宅
 家賃受入れ

90百万円

 その他 60百万円
営業外費用

投資事業組合 
 関係費用

10百万円

 その他 44百万円

※３ 主に店舗移転に伴う除却によ

るものです。

※３ 主に店舗改装に伴う除却によ

るものです。

※３ 主に店舗移転に伴う除却によ

るものです。

 

※４ 減損損失

   当社グループは、当中間連結

会計期間において、以下の資

産グループについて減損損失

を計上いたしました。

場所 用途 種類
金額 
(百万円)

静岡県 
伊東市

遊休資産
建物等 47

土地 20

合計 68

   当社グループのグルーピング

は、当社においてはキャッシ

ュ・フローを生み出す最小単

位として本・支店からなる営

業店舗網を一つの資産グルー

プとしております。また、連

結子会社においては、各社を

一つの単位として、遊休資産

については個々の資産単位で

グルーピングを行っておりま

す。

   なお、上記資産グループの回

収可能価額は正味売却価額に

より測定し、正味売却価額は

不動産鑑定士による評価額に

基づいて算定しております。

※４  ―――

 

※４ 減損損失

   当社グループは当連結会計年

度において、以下の資産グル

ープについて減損損失を計上

いたしました。

場所 用途 種類
金額 
(百万円)

静岡県
伊東市

遊休資産
建物等 47

土地 20

神奈川県
足柄下郡 
箱根町

遊休資産
建物等 7

土地 8

合計 83

   当社グループのグルーピング

は、当社においてはキャッシ

ュ・フローを生み出す最小単

位として本・支店からなる営

業店舗網を一つの資産グルー

プとしております。また、連

結子会社においては、各社を

一つの単位として、遊休資産

については個々の資産単位で

グルーピングを行っておりま

す。

   なお、上記資産グループの回

収可能価額は正味売却価額に

より測定し、正味売却価額は

不動産鑑定士による評価額に

基づいて算定しております。



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取による増加   28,046株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 
  
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 423,601,993 ─ ─ 423,601,993

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 341,440 28,046 ─ 369,486

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成18年6月29日 
定時株主総会

普通株式 1,269 3 平成18年3月31日 平成18年6月29日



次へ 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

平成17年９月30日現在

現金・預金 
(中間連結貸借 
対照表計上額)

14,540百万円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金

△855

現金及び現金同等物 13,685
 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

平成18年９月30日現在

現金・預金 
(中間連結貸借 
対照表計上額)

11,754百万円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△1,239

現金及び現金同等物 10,515

 

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

平成18年３月31日現在

現金・預金
(連結貸借 
対照表計上額)

10,233百万円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金

△1,089

現金及び
現金同等物

9,144



前へ   次へ 

(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引は次のとおりであ

ります。

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

器具・ 
備品 
(百万円)

ソフト 
ウェア 
(百万円)

合計 
(百万円)

取得価額 
相当額

422 15 438

減価償却
累計額 
相当額

313 8 322

中間期末 
残高 
相当額

109 6 116

 
 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引は次のとおりであ

ります。

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

器具・
備品 
(百万円)

ソフト
ウェア 
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額 
相当額

212 15 227

減価償却
累計額 
相当額

86 11 97

中間期末 
残高 
相当額

125 3 129

 
 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引は次のとおりであ

ります。

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

器具・
備品 
(百万円)

ソフト 
ウェア 
(百万円)

合計 
(百万円)

取得価額
相当額

212 15 227

減価償却
累計額 
相当額

67 10 77

期末残高
相当額

144 5 150

 

 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 51百万円

１年超 72

計 123

 
 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 41百万円

１年超 93

計 135

 
 

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 40百万円

１年超 114

計 155

 

 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 48百万円

減価償却費 
相当額

42

支払利息相当額 3

 
 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 22百万円

減価償却費
相当額

20

支払利息相当額 2

 
 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 101百万円

減価償却費
相当額

90

支払利息相当額 7

 

４ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし残存

価額を零とする定額法によって

おります。

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

５ 利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっており

ます。

５ 利息相当額の算定方法

同左

５ 利息相当額の算定方法

同左

オペレーティング・リース取引は次

のとおりであります。

 未経過リース料

１年以内 5百万円

１年超 9

計 14

オペレーティング・リース取引は次

のとおりであります。

 未経過リース料

１年以内 6百万円

１年超 12

計 18

オペレーティング・リース取引は次

のとおりであります。

 未経過リース料

１年以内 7百万円

１年超 15

計 23



(有価証券及びデリバティブ取引の状況) 

１ トレーディングに係るもの 

(1) トレーディングの状況に関する事項 

  

 

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

① トレーディングの内容及び利用

目的

  当社グループが行うトレーディ

ング業務は、証券市場を通じ顧客

の多様なニーズへの的確な対応と

有価証券の売買その他の取引を公

正ならしめ、かつその流通を円滑

ならしめることを目的としており

ます。

  当社グループが保有するトレー

ディングポジションはこれら顧客

ニーズに対応するため、主として

顧客との取引から発生しておりま

す。また、その他に商品有価証券

のヘッジ取引及び裁定取引などを

行っております。

  当社グループのトレーディング

における取扱商品は、(イ)株式や

債券に代表される商品有価証券の

現物取引(ロ)株価指数の先物取引

やオプション取引、国債証券の先

物取引や先物オプション取引とい

った取引所取引の金融派生商品及

び(ハ)選択権付債券売買取引等の

取引所取引以外の金融派生商品、

の３種類に大別されます。

① トレーディングの内容及び利用

目的

同左

① トレーディングの内容及び利用

目的

同左

② トレーディングに対する取組方

針

  当社グループがトレーディング

業務を行うにあたっては、取引所

取引又は取引所取引以外の取引を

通じて顧客ニーズへの的確な対応

を図るとともにそれら流通市場の

適切な運営に資することを基本と

しております。

② トレーディングに対する取組方

針

同左

② トレーディングに対する取組方

針

同左



   

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

③ トレーディングに係るリスクの

内容

  トレーディング業務に伴って発

生し、当社グループの財務状況に

大きな影響を与えるリスクとして

は、主としてマーケットリスクと

取引先リスクがあります。

  マーケットリスクは、株式・金

利・為替等の市場価格が変動する

ことによって発生するリスクであ

り、取引先リスクは、取引の相手

方が契約を履行できなくなる場合

に発生するリスクであります。

  従いまして、当社グループはト

レーディング業務の結果として発

生するポジション及び与信に対す

るリスク管理については極めて重

要なものと認識しており、それぞ

れのリスクに対する管理体制を次

のとおり確立しております。

③ トレーディングに係るリスクの

内容

同左

③ トレーディングに係るリスクの

内容

同左

④ トレーディングに係るリスク管

理体制

  証券会社は、市場価格の変動を

伴う商品を主な対象として業務を

行っており、加えてデリバティブ

取引においてはその多様化、複雑

化が大きく進展しております。

  そのため、当社グループはポジ

ションに対するリスク(マーケッ

トリスク)については、ポジショ

ン枠、ロスカットルール等リスク

管理に関する基本方針、運用基準

及びそれらの手続きを取締役会で

定めるとともに、日々の管理体制

としては各商品部門から独立した

管理部署において、ポジション残

高、損益状況等のリスク管理項目

を把握、監視しており、その結果

を関係役員に報告しております。

  一方、取引先リスクについて

は、取引開始に先立ち当社グルー

プが定める取引開始基準に基づき

顧客の審査を行い、取引相手方の

信用度に応じた与信限度額を設定

するとともに、日々の管理体制と

しては、担保評価及び各取引の評

価損益の把握等をシステム対応に

より常に与信状況の適切な管理を

行っており、必要に応じて担保の

徴求等の措置を講じる等、リスク

の軽減を図る管理を行っておりま

す。

④ トレーディングに係るリスク管

理体制

同左

④ トレーディングに係るリスク管

理体制

同左



(2) 商品有価証券等(売買目的有価証券)の時価 
  

 
  

(3) デリバティブ取引の契約額等及び時価 
  

 
(注) １ 為替予約取引及び先物取引については、みなし決済損益を時価欄に記載しております。 

２ 時価の算定方法は、以下のとおりであります。 

 
  

種類

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日現在)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日現在)

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日現在)

資産 
(百万円)

負債 
(百万円)

評価差額
(百万円)

資産
(百万円)

負債
(百万円)

評価差額
(百万円)

資産
(百万円)

負債 
(百万円)

評価差額
(百万円)

株券 962 ― 52 2,649 701 21 1,417 50 38

債券 8,783 872 19 9,607 5,706 84 9,350 4,670 △40

受益証券等 0 ― △0 37 1 △0 ― ― ―

合計 9,746 872 72 12,294 6,409 105 10,768 4,720 △2

種類

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日現在)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日現在)

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日現在)

資産
(百万円)

負債 
(百万円)

資産
(百万円)

負債
(百万円)

資産 
(百万円)

負債 
(百万円)

契約額 
等

時価
契約額 
等

時価
契約額
等

時価
契約額
等

時価
契約額
等

時価
契約額 
等

時価

オプション取引 2,576 4 ― ― ─ ─ 1,473 6 ― ― ― ―

為替予約取引 193 0 318 3 288 1 415 1 129 3 200 2

先物取引 9,439 82 3,478 27 3,608 46 6,139 43 8,109 91 4,015 34

株価指数先物取引 ……… 各証券取引所が定める清算指数

株券オプション取引、 

株価指数オプション取引
……… 各証券取引所が定める証拠金算定基準値段

債券先物取引 ……… 主たる証券取引所が定める清算値段

債券オプション取引 ……… 主たる証券取引所が定める証拠金算定基準値段

為替予約取引 ……… 受取金額、支払金額をそれぞれ当該通貨の金利で現在価値に割り

引き、スポットの為替レートで邦貨換算して算出した受取現在価

値から支払現在価値を控除した額



前へ 

２ トレーディングに係るもの以外 

(1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

  

(2) その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式については、減損処理を行ったものはありま

せん。当該株式の減損にあたっては、時価の下落率が50％以上の銘柄については全て減損処理を行い、時価の

下落率が30％以上50％未満の銘柄については個別に回復可能性を検討し、回復する見込みがないものについて

減損処理を行っております。 

なお、取得原価には減損処理後の金額を記載しております。 

  

(3) 時価評価されていない有価証券 

① 満期保有目的の債券 

該当事項はありません。 

  

② その他有価証券 

  

 
(注) 当中間連結会計期間において、時価評価されていない有価証券の株式について減損処理を行ったものはありま

せん。 

  

(4) デリバティブ取引の契約額等及び時価に関する事項 

  

 
(注)みなし決済損益を時価欄に記載しております。 

区分

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日現在)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日現在)

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日現在)

取得原価
(百万円)

中間連結 
貸借対照 
表計上額 
(百万円)

差額
(百万円)

取得原価
(百万円)

中間連結
貸借対照
表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

取得原価 
(百万円)

連結貸借 
対照表 
計上額 
(百万円)

差額
(百万円)

固定資産に属するもの

 株式 954 1,881 927 930 2,314 1,384 954 2,730 1,775

 債券 10 9 △0 10 9 △0 10 9 △0

内容

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日現在)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日現在)

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日現在)

中間連結貸借対照表計上額
(百万円)

中間連結貸借対照表計上額
(百万円)

連結貸借対照表計上額 
(百万円)

固定資産に属するもの

 ① 非上場株式 806 675 675

 ② みなし有価証券 373 547 548

合計 1,180 1,222 1,223

種類

前中間連結会計期間末 
(平成17年9月30日現在)

当中間連結会計期間末
(平成18年9月30日現在)

前連結会計年度末 
(平成18年3月31日現在)

資   産 
(百万円)

負   債 
(百万円)

資  産
(百万円)

負  債
(百万円)

資  産
(百万円)

負   債 
(百万円)

契約額等 時価 契約額等 時価 契約額等 時価 契約額等 時価 契約額等 時価 契約額等 時価

為替予約取引 1,085 2 634 0 705 1 129 0 541 0 1,004 1



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日) 

当企業集団は、①有価証券の売買等、②有価証券の売買等の委託の媒介、③有価証券の引受及び売出

し、④有価証券の募集及び売出しの取扱い、⑤有価証券の私募の取扱いなどの証券業を中心とする営業

活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と

一体となった営業活動を基に収益を得ております。従って、当企業集団の事業区分は、「投資・金融サ

ービス業」という単一の事業セグメントに属しております。 

当中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

当企業集団は、①有価証券の売買等、②有価証券の売買等の委託の媒介、③有価証券の引受及び売出

し、④有価証券の募集及び売出しの取扱い、⑤有価証券の私募の取扱いなどの証券業を中心とする営業

活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と

一体となった営業活動を基に収益を得ております。従って、当企業集団の事業区分は、「投資・金融サ

ービス業」という単一の事業セグメントに属しております。 

前連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

当企業集団は、①有価証券の売買等、②有価証券の売買等の委託の媒介、③有価証券の引受及び売出

し、④有価証券の募集及び売出しの取扱い、⑤有価証券の私募の取扱いなどの証券業を中心とする営業

活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と

一体となった営業活動を基に収益を得ております。従って、当企業集団の事業区分は、「投資・金融サ

ービス業」という単一の事業セグメントに属しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日) 

当連結会社は、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はあ

りません。 

当中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

当連結会社は、全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を越えるため、所在地別セ

グメント情報の記載を省略しております。 

前連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

当連結会社は、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はあ

りません。 

  

【海外売上高】(営業収益) 

前中間連結会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日) 

当連結会社は、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

当中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

当連結会社は、海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

前連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

当連結会社は、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  



(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

    １. １株当たり純資産額 

 
  ２. １株当たり中間(当期)純利益 

 
  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 83.33円 １株当たり純資産額 89.83円 １株当たり純資産額 92.72円

１株当たり中間純利益 3.29円 １株当たり中間純利益 0.66円 １株当たり当期純利益 11.67円

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

項目
前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

中間連結貸借対照表の純資産の
部の合計額(百万円)

― 38,351 ―

普通株式に係る純資産額(百万
円)

― 38,020 ―

差額の主な内訳(百万円)

 少数株主持分 ― 330 ―

普通株式の発行済株式数(千株) ― 423,601 ―

普通株式の自己株式数(千株) ― 369 ―

１株当たり純資産の算定に用い
られた普通株式の数(千株)

― 423,232 ―

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

中間連結損益計算書(連結損
益計算書)上の中間(当期)純
利益(百万円)

1,394 277 5,052

普通株式に係る中間(当期)
純利益(百万円)

1,394 277 4,940

普通株主に帰属しない金額の
主要な内訳(百万円)

利益処分による役員賞与金 ― ― 111

普通株主に帰属しない金額
(百万円)

― ― 111

普通株式の期中平均株式数
(千株)

423,327 423,247 423,299

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり中

間(当期)純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要

新株予約権(新株予約

権の数1,642個) 

なお、これらの概要は

「第４ 提出会社の状

況、１  株式等の状

況、(2) 新株予約権等

の状況」に記載のとお

りであります。

同左 同左



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日現在)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日現在)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日現在)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

  １ 現金・預金 13,898 10,660 9,428

  ２ 預託金 49,874 44,953 55,522

    顧客分別金信託 49,772 44,842 55,419

    その他の預託金 102 111 103

  ３ トレーディング 
    商品

※３ 9,833 12,342 10,863

    商品有価証券等 ※１ 9,746 12,294 10,768

    デリバティブ取引 86 48 95

  ４ 約定見返勘定 1,466 ─ 1,582

  ５ 信用取引資産 72,753 90,071 110,701

    信用取引貸付金 65,261 87,195 107,886

    信用取引借証券 
    担保金

7,492 2,875 2,815

  ６ 有価証券担保 
    貸付金

3,342 9,427 6,984

    借入有価証券 
    担保金

3,342 9,427 6,984

  ７ 立替金 119 65 49

  ８ 募集等払込金 115 759 644

  ９ 繰延税金資産 700 770 770

  10 その他の流動資産 4,399 7,191 5,729

  11 貸倒引当金 △26 △11 △35

  流動資産計 156,476 94.7 176,230 94.7 202,241 95.6

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※２ 2,510 2,611 2,579

 ２ 無形固定資産 748 707 677

 ３ 投資その他の資産 5,546 6,606 6,112

  (1) 投資有価証券 ※３ 3,065 4,474 3,703

  (2) 長期差入保証金 1,314 1,385 1,331

  (3) その他の投資等 2,058 1,421 1,960

  (4) 貸倒引当金 △892 △674 △882

  固定資産計 8,805 5.3 9,926 5.3 9,369 4.4

  資産合計 165,282 100.0 186,157 100.0 211,611 100.0



前中間会計期間末

(平成17年９月30日現在)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日現在)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日現在)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

  １ トレーディング 
    商品

902 6,460 4,756

    商品有価証券等 ※１ 872 6,409 4,720

    デリバティブ取引 30 51 36

  ２ 約定見返勘定 ─ 1,140 ─

  ３ 信用取引負債 57,107 54,618 77,341

    信用取引借入金 ※３ 41,764 46,471 67,570

    信用取引貸証券 
    受入金

15,342 8,146 9,771

  ４ 預り金 16,804 16,162 16,774

  ５ 受入保証金 41,654 41,264 47,059

  ６ 短期借入金 ※３ 10,940 20,540 17,540

  ７ 未払法人税等 76 69 111

  ８ 賞与引当金 473 316 871

  ９ その他の流動負債 1,066 1,258 1,597

  流動負債計 129,023 78.1 141,831 76.2 166,053 78.5

Ⅱ 固定負債

  １ 長期借入金 ― 5,000 5,000

  ２ 繰延税金負債 275 355 470

  ３ 退職給付引当金 114 97 80

  ４ その他の固定負債 31 1 31

  固定負債計 421 0.2 5,455 2.9 5,582 2.6

Ⅲ 特別法上の準備金 ※６

  １ 証券取引責任 
    準備金

832 1,180 1,054

  ２ 金融先物取引 
    責任準備金

0 1 0

  特別法上の準備金計 832 0.5 1,181 0.7 1,054 0.5

  負債合計 130,278 78.8 148,467 79.8 172,690 81.6

(資本の部)

Ⅰ 資本金 32,366 19.6 ― ― 32,366 15.3

Ⅱ 利益剰余金

  １ 利益準備金 132 ― 132

  ２ 中間(当期) 
    未処分利益

2,100 ― 5,734

  利益剰余金合計 2,232 1.3 ― ― 5,866 2.8

Ⅲ その他有価証券 
  評価差額金

458 0.3 ― ― 747 0.3

Ⅳ 自己株式 △52 △0.0 ― ― △59 △0.0

  資本合計 35,004 21.2 ― ― 38,920 18.4

  負債・資本合計 165,282 100.0 ― ― 211,611 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日現在)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日現在)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日現在)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― ─ 32,366 17.4 ― ─

 ２ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 ― 268 ―

  (2) その他利益剰余金

    別途積立金 ― 3,000 ―

    繰越利益剰余金 ― 1,551 ―

   利益剰余金合計 ― ─ 4,820 2.5 ― ─

 ３ 自己株式 ― ─ △66 △0.0 ― ─

  株主資本合計 ― ─ 37,120 19.9 ― ─

Ⅱ 評価・換算差額等

  １ その他有価証券 
    評価差額金

― ─ 568 ― ─

  評価・換算差額等 
  合計

― ─ 568 0.3 ― ─

  純資産合計 ― ─ 37,689 20.2 ― ─

  負債・純資産合計 ― ― 186,157 100.0 ― ―



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
要約損益計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 営業収益

  １ 受入手数料 8,191 8,751 20,065

    委託手数料 5,965 6,017 15,286

    引受・売出手数料 291 566 1,023

    募集・売出しの 
    取扱手数料

943 1,064 1,832

    その他の 
    受入手数料

990 1,102 1,922

  ２ トレーディング 
    損益

※１ 1,717 752 3,464

  ３ 金融収益 1,074 1,198 2,275

  ４ その他の 
    営業収益

0 0 0

   営業収益計 10,983 100.0 10,702 100.0 25,806 100.0

    金融費用 390 3.6 362 3.4 689 2.7

   純営業収益 10,593 96.4 10,339 96.6 25,116 97.3

Ⅱ 販売費・一般管理費

  １ 取引関係費 1,625 2,175 3,769

  ２ 人件費 4,360 4,474 9,608

  ３ 不動産関係費 1,080 1,164 2,171

  ４ 事務費 1,272 1,543 2,675

  ５ 減価償却費 ※２ 318 325 665

  ６ 租税公課 105 100 218

  ７ その他 246 267 508

   販売費・ 
   一般管理費計

9,010 82.0 10,051 93.9 19,617 76.0

  営業利益 1,582 14.4 288 2.7 5,499 21.3

Ⅲ 営業外収益 ※３ 111 1.0 150 1.4 206 0.8

Ⅳ 営業外費用 ※３ 43 0.4 31 0.3 54 0.2

  経常利益 1,650 15.0 406 3.8 5,651 21.9

Ⅴ 特別利益

  投資有価証券売却益 159 56 159

  貸倒引当金れい入 34 15 36

  本店移転補償金 100 ─ 100

   特別利益計 294 2.7 72 0.7 296 1.1

Ⅵ 特別損失

  投資有価証券評価減 ― ─ 48

  固定資産除却損 ※４ 185 12 205

  ゴルフ会員権退会損 ─ ─ 9

  本店移転費用 68 ─ 68

  減損損失 ※５ 68 ─ 83

  差入保証金解約金 36 ─ 36

  証券市場基盤整備 
  基金拠出金

─ ─ 100

  店舗移転費用 ― ─ 4

  証券取引責任 
  準備金繰入

198 126 419

  金融先物取引 
  責任準備金繰入

0 0 0

   特別損失計 556 5.1 139 1.3 977 3.8

  税引前中間(当期) 
  純利益

1,388 12.6 339 3.2 4,970 19.2

  法人税、住民税及び 
  事業税

15 15 33

  法人税等調整額 ― 15 0.1 ─ 15 0.2 △69 △35 △0.2

  中間(当期)純利益 1,372 12.5 324 3.0 5,006 19.4

  前期繰越利益 728 ― 728

  中間(当期)未処分利益 2,100 ― 5,734



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  
  

 
  

 
  

株主資本

資本金

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 32,366 132 ─ 5,734 5,866 △59 38,172

中間会計期間中の変動額

 別途積立金の積立 3,000 △3,000 ─ ─

 剰余金の配当 126 △1,396 △1,269 △1,269

 役員賞与の支給 10 △110 △100 △100

 中間純利益 324 324 324

 自己株式の処分 △6 △6

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ 136 3,000 △4,181 △1,045 △6 △1,052

平成18年９月30日残高(百万円) 32,366 268 3,000 1,551 4,820 △66 37,120

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 747 747 38,920

中間会計期間中の変動額

 別途積立金の積立 ─

 剰余金の配当 △1,269

 役員賞与の支給 △100

 中間純利益 324

自己株式の処分 △6

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△178 △178 △178

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△178 △178 △1,231

平成18年９月30日残高(百万円) 568 568 37,689



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ トレーディング商品の評価基準

及び評価方法

  トレーディング商品に属する有

価証券及びデリバティブ取引等に

ついては、時価法を採用しており

ます。

１ トレーディング商品の評価基準

及び評価方法

同左

１ トレーディング商品の評価基準

及び評価方法

同左

２ トレーディング商品に属さない

有価証券、その他の商品の評価基

準及び評価方法

２ トレーディング商品に属さない

有価証券、その他の商品の評価基

準及び評価方法

２ トレーディング商品に属さない

有価証券、その他の商品の評価基

準及び評価方法

 ① その他有価証券

  ア 時価のあるもの

    時価をもって中間貸借対照

表価額とし、取得原価との評

価差額を全部資本直入する方

法によっております。(売却

原価は移動平均法により算定

しております。)

 ① その他有価証券

  ア 時価のあるもの

        時価をもって中間貸借対照

表価額とし、取得原価との評

価差額を全部純資産直入する

方法によっております。(売

却原価は移動平均法により算

定しております。)

 ① その他有価証券

  ア 時価のあるもの

    時価をもって貸借対照表価

額とし、取得原価との評価差

額を全部資本直入する方法に

よっております。(売却原価

は移動平均法により算定して

おります。)

  イ 時価のないもの

    移動平均法による原価法に

よっております。なお、投資

事業有限責任組合等への出資

については、組合契約に規定

される決算報告日に応じて入

手可能な最近の決算書を基礎

とし、組合決算の持分相当額

を純額方式により当中間期の

損益として計上することとし

ております。また、組合等が

その他有価証券を保有してい

る場合で当該有価証券に評価

差額がある場合には、評価差

額に対する持分相当額をその

他有価証券評価差額金に計上

することとしております。

  イ 時価のないもの

同左

  イ 時価のないもの

    移動平均法による原価法に

よっております。なお、投資

事業有限責任組合等への出資

については、組合契約に規定

される決算報告日に応じて入

手可能な最近の決算書を基礎

とし、組合決算の持分相当額

を純額方式により当期の損益

として計上することとしてお

ります。また、組合等がその

他有価証券を保有している場

合で当該有価証券に評価差額

がある場合には、評価差額に

対する持分相当額をその他有

価証券評価差額金に計上する

こととしております。

 ② 子会社株式及び関連会社株式

   移動平均法による原価法によ

っております。

 ② 子会社株式及び関連会社株式

同左

 ② 子会社株式及び関連会社株式

同左

───  ③ デリバティブ取引 

   時価法によっております。

 ③ デリバティブ取引 

       同左

３ 固定資産の減価償却の方法

 ① 有形固定資産

   定額法によっております。な

お、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物 ６～50年

器具備品 ２～20年

３ 固定資産の減価償却の方法

 ① 有形固定資産

同左

３ 固定資産の減価償却の方法

 ① 有形固定資産

同左

 ② 無形固定資産

   定額法を採用しております。

ただし、自社利用のソフトウェ

アについては社内における利用

可能期間(５年)に基づく定額法

によっております。

 ② 無形固定資産

同左

 ② 無形固定資産

同左



前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

４ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

   貸付金等の貸倒損失に備える

ため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回

収可能性を検討し回収不能見込

額を計上しております。

４ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同左

４ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同左

 (2) 賞与引当金

   従業員に対する賞与の支払い

に備えるため、当社所定の計算

方法による支払見込額を計上し

ております。

 (2) 賞与引当金

同左

 (2) 賞与引当金

同左

 (3) 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間期末において

発生していると認められる額を

計上しております。

   過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(８年)による定

額法により按分した額を費用処

理しております。

   数理計算上の差異は、各年度

の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

(８年)による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌年度

から費用処理することとしてお

ります。

 (3) 退職給付引当金

同左

 (3) 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づいた額を計上しておりま

す。

   過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(８年)による定

額法により按分した額を費用処

理しております。

   数理計算上の差異は、各年度

の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

(８年)による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌年度

から費用処理することとしてお

ります。

 (4) 証券取引責任準備金

   証券事故による損失に備える

ため、証券取引法第51条及び、

「証券会社に関する内閣府令」

第35条の定めるところにより算

出した額を計上しております。

 (4) 証券取引責任準備金

同左

 (4) 証券取引責任準備金

同左

 (5) 金融先物取引責任準備金

   金融先物事故による損失に備

えるため金融先物取引法第81条

の規定に基づき金融先物取引法

施行規則第29条に定めるところ

により算出した金額を計上して

おります。

 (5) 金融先物取引責任準備金

同左

 (5) 金融先物取引責任準備金

同左

５ 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準

  外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。

５ 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準

同左

５ 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準

  外貨建金銭債権債務は、決算日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。



 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

６ リース取引の処理方法

  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。

６ リース取引の処理方法

同左

６ リース取引の処理方法

同左

――― ７ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

     特例処理の要件を満たしてい

る金利スワップについて特例処

理によっております。

７ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

   特例処理の要件を満たしてい

る金利スワップについて特例処

理によっております。

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

      当中間会計期間にヘッジ会計

を適用したヘッジ手段とヘッジ

対象は以下のとおりでありま

す。

   (a) ヘッジ手段…金利スワップ

取引

    (b) ヘッジ対象…借入金

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

   当事業年度にヘッジ会計を適

用したヘッジ手段とヘッジ対象

は以下のとおりであります。

  (a) ヘッジ手段…金利スワップ

取引

  (b) ヘッジ対象…借入金

 (3) ヘッジ方針

   当社は一部の借入金の金利変

動リスクを回避する目的で金利

スワップ取引を行っており、ヘ

ッジ対象の識別は個別契約ごと

に行っております。

 (3) ヘッジ方針

   当社は一部の借入金の金利変

動リスクを回避する目的で金利

スワップ取引を行っており、ヘ

ッジ対象の識別は個別契約ごと

に行っております。

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

   特例処理によっている金利ス

ワップのため、有効性の評価を

省略しております。

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

   特例処理によっている金利ス

ワップのため、有効性の評価を

省略しております。

８ 消費税等の会計処理方法

  消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっておりま

す。

８ 消費税等の会計処理方法

同左

８ 消費税等の会計処理方法

  消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっており、控除

対象外消費税等は発生事業年度の

期間の費用として処理しておりま

す。



次へ 

会計方針の変更 
  

   
表示方法の変更 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(固定資産の減損に係る会計基準)

 当中間会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」(「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」(企業会計審議会 平成

14年8月9日))及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」(企業

会計基準委員会 平成15年10月31日

企業会計基準適用指針第6号)を適用

しております。

 これにより、税引前中間純利益が

68百万円減少しております。

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

基づき当該各資産の金額から直接控

除しております。

              ─── (固定資産の減損に係る会計基準)

 当事業年度から「固定資産の減損

に係る会計基準」(「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」(企業会計審議会 平成14年8

月9日))及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」(企業会計

基準委員会 平成15年10月31日 企

業会計基準適用指針第6号)を適用し

ております。

 これにより、税引前当期純利益が

83百万円減少しております。

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基づ

き当該各資産の金額から直接控除し

ております。

              ─── (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準) 

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準第5号 平成17年

12月9日)及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」(企業会計基準適用指針第8

号 平成17年12月9日)を適用してお

ります。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は37,689百万円であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間貸借対照表は、改正後の中間財務

諸表等規則により作成しておりま

す。

             ───

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

 「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年法

律第97号)が平成16年6月9日に公布(平成16年12月1日よ

り適用)されたことおよび「金融商品会計に関する実務

指針」(会計制度委員会報告第14号)が平成17年2月15日

に改正されたことに伴い、投資事業有限責任組合および

それに類する組合への出資(証券取引法第2条第2項によ

り有価証券としてみなされるもの)を前中間期は投資そ

の他の資産の「その他の投資等」に含めて表示しており

ましたが、前期末から「投資有価証券」として表示する

方法に変更いたしました。 

 なお、前中間期末の投資その他の資産の「その他の投

資等」に含まれる当該金額は532百万円、「投資有価証

券」に含まれる当該金額は、当中間期末は369百万円、

前期末は384百万円であります。

───



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度末 
(平成18年３月31日)

 

 

※１ 商品有価証券等の内訳

   資産

百万円

株券 962

債券 8,783

受益証券等 0

計 9,746

   負債

百万円

株券 ―

債券 872

計 872

 

※１ 商品有価証券等の内訳

   資産

百万円

株券 2,649

債券 9,607

受益証券等 37

計 12,294

   負債

百万円

株券 701

債券 5,706

受益証券等 1

計 6,409

 

 

※１ 商品有価証券等の内訳

   資産

百万円

株券 1,417

債券 9,350

受益証券等 ─

計 10,768

   負債

百万円

株券 50

債券 4,670

計 4,720

※２ 有形固定資産から控除した減

価償却累計額は1,920百万円で

あります。

※２ 有形固定資産から控除した減

価償却累計額は2,249百万円で

あります。

※２ 有形固定資産から控除した減

価償却累計額は2,091百万円で

あります。

※３(1) 担保に供されている資産は

次のとおりであります。

百万円

トレーディング商品 2,302

投資有価証券 1,493

計 3,795

※３(1) 担保に供されている資産は

次のとおりであります。

百万円

トレーディング商品 471

投資有価証券 1,510

計 1,982

※３(1) 担保に供されている資産は

次のとおりであります。

百万円

トレーディング商品 583

投資有価証券 1,942

計 2,525

(注) 上記のほか、借入有価証券を

金融機関借入金の担保として

1,474百万円、信用取引の自

己融資見返り株券を信用取引

借入金の担保として4,375百

万円、証券金融借入金の担保

として65百万円、先物取引差

入証拠金の代用として2,084

百万円、発行日取引差入証拠

金の代用として25百万円を差

し入れております。

(注) 上記のほか、信用取引の自己

融資見返り株券を信用取引借

入金の担保として8,372百万

円、証券金融借入金の担保と

して45百万円、先物取引差入

証拠金の代用として2,488百

万円、発行日取引差入証拠金

の代用として13百万円を差し

入れております。

(注) 上記のほか、信用取引の自己

融資見返り株券を先物取引差

入証拠金の代用として3,266

百万円、発行日取引差入証拠

金の代用として７百万円を差

し入れております。

  (2) 担保資産の対象となる債務

は次のとおりであります。

百万円

短期借入金 3,900

信用取引借入金 41,764

計 45,664

  (2) 担保資産の対象となる債務

は次のとおりであります。

百万円

短期借入金 1,400

信用取引借入金 46,471

計 47,871

  (2) 担保資産の対象となる債務

は次のとおりであります。

百万円

短期借入金 1,400

信用取引借入金 67,570

計 68,970



次へ 

 
  

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度末 
(平成18年３月31日)

 ４ 担保として差し入れた有価証

券の時価額は以下のとおりであ

ります。(上記３に属するもの

を除く)

項目
金額 
(百万円)

信用取引貸証券 17,724

信用取引借入金の 
本担保証券

42,517

差入保証金代用有価証券 393

その他担保として 
差し入れた有価証券

14,985

 ４ 担保として差し入れた有価証

券の時価額は以下のとおりであ

ります。(上記３に属するもの

を除く)

項目
金額
(百万円)

信用取引貸証券 8,423

信用取引借入金の
本担保証券

47,807

差入保証金代用有価証券 1,853

その他担保として
差し入れた有価証券

17,194

 ４ 担保として差し入れた有価証

券の時価額は以下のとおりであ

ります。(上記３に属するもの

を除く)

項目
金額 
(百万円)

信用取引貸証券 10,389

信用取引借入金の
本担保証券

69,790

差入保証金代用有価証券 2,172

その他担保として
差し入れた有価証券

24,768

 ５ 担保として受け入れた有価証

券の時価額(時価のないものは

実質価額による)は以下のとお

りであります。

項目
金額 
(百万円)

信用取引貸付金の 
本担保証券

66,441

信用取引借証券 7,579

消費貸借契約により 
借り入れた有価証券

3,296

受入証拠金代用有価証券 1,975

受入保証金代用有価証券 86,288

その他担保として受け入れ
た有価証券で自由処分権の
付されたもの(実質価額によ
る)

561

 ５ 担保として受け入れた有価証

券の時価額(時価のないものは

実質価額による)は以下のとお

りであります。

項目
金額
(百万円)

信用取引貸付金の
本担保証券

79,913

信用取引借証券 2,958

消費貸借契約により
借り入れた有価証券

9,406

受入証拠金代用有価証券 1,550

受入保証金代用有価証券 101,907

その他担保として受け入れ
た有価証券で自由処分権の
付されたもの(実質価額によ
る)

216

 ５ 担保として受け入れた有価証

券の時価額(時価のないものは

実質価額による)は以下のとお

りであります。

項目
金額 
(百万円)

信用取引貸付金の
本担保証券

105,845

信用取引借証券 2,795

消費貸借契約により
借り入れた有価証券

6,933

受入証拠金代用有価証券 2,808

受入保証金代用有価証券 121,395

その他担保として受け入れ
た有価証券で自由処分権の
付されたもの(実質価額によ
る)

479

※６ 特別法上の準備金の計上を規

定した法令の条項は次のとおり

であります。

  １ 証券取引責任準備金

     証券取引法第51条

  ２ 金融先物取引責任準備金

     金融先物取引法第81条

※６ 特別法上の準備金の計上を規

定した法令の条項は次のとおり

であります。

  １ 証券取引責任準備金

     証券取引法第51条

  ２ 金融先物取引責任準備金

     金融先物取引法第81条

※６ 特別法上の準備金の計上を規

定した法令の条項は次のとおり

であります。

  １ 証券取引責任準備金

     証券取引法第51条

  ２ 金融先物取引責任準備金

     金融先物取引法第81条



(中間損益計算書関係) 

  
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※１ トレーディング損益の内訳
実現 
損益 

(百万円)

評価 
損益 

(百万円)

計 
(百万円)

株券等 
トレーディング損益

975 33 1,009

債券等・その他の 
トレーディング損益

666 41 708

 債券等 
 トレーディング損益

687 38 725

 その他の 
 トレーディング損益

△20 2 △17

計 1,642 75 1,717

※１ トレーディング損益の内訳
実現 
損益 

(百万円)

評価 
損益 

(百万円)

計 
(百万円)

株券等 
トレーディング損益

355 △27 327

債券等・その他の 
トレーディング損益

342 82 424

 債券等 
 トレーディング損益

348 84 432

 その他の 
 トレーディング損益

△5 △1 △7

計 697 54 752

※１ トレーディング損益の内訳
実現 
損益 

(百万円)

評価 
損益 

(百万円)

計 
(百万円)

株券等 
トレーディング損益

2,225 26 2,251

債券等・その他の 
トレーディング損益

1,230 △17 1,213

 債券等 
 トレーディング損益

1,269 △24 1,244

 その他の 
 トレーディング損益

△38 7 △30

計 3,456 8 3,464

※２ 当中間会計期間の減価償却実

施額は次のとおりであります。

百万円

有形固定資産 158

無形固定資産 160

投資その他の資産 0

計 318

※２ 当中間会計期間の減価償却実

施額は次のとおりであります。

百万円

有形固定資産 189

無形固定資産 135

投資その他の資産 0

計 325

※２ 当事業年度の減価償却実施額

は次のとおりであります。

百万円

有形固定資産 340

無形固定資産 325

投資その他の資産 0

計 665

 

※３ 営業外損益の主要な内訳

営業外収益

 受取配当金 
 (その他 
 有価証券等)

50百万円

 その他 60百万円

 

※３ 営業外損益の主要な内訳

営業外収益

 受取配当金
 (その他 
 有価証券等)

88百万円

 寮・社宅家賃 
 受入れ

45百万円

 その他 15百万円

営業外費用

 投資事業組合 
 関係費用 9百万円

 その他 22百万円
 

※３ 営業外損益の主要な内訳

営業外収益

受取配当金 
 (その他 
 有価証券等)

58百万円

寮・社宅家賃  
 受入れ

88百万円

 その他 59百万円

営業外費用

投資事業組合 
 関係費用

10百万円

 その他 43百万円

※４ 主に店舗移転に伴う除却によ

るものです。

※４ 主に店舗改装に伴う除却によ

るものです。

※４ 主に店舗移転に伴う除却によ

るものであります。



 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

※５ 減損損失

   当中間会計期間において、以

下の資産グループについて減損

損失を計上いたしました。

場所 用途 種類
金額 
(百万円)

静岡県 
伊東市

遊休資産
建物等 47

土地 20

合計 68

   当社のグルーピングは、キャ

ッシュ・フローを生み出す最小

単位として本・支店からなる営

業店舗網を一つの資産グループ

としております。また、遊休資

産については個々の資産単位で

グルーピングを行っておりま

す。

   なお、上記資産グループの回

収可能価額は正味売却価額によ

り測定し、正味売却価額は不動

産鑑定士による評価額に基づい

て算定しております。

───

 

※５ 減損損失

   当社は当事業年度において、

以下の資産グループについて減

損損失を計上いたしました。

場所 用途 種類
金額 
(百万円)

静岡県
伊東市

遊休資産
建物等 47

土地 20

神奈川県
足柄下郡 
箱根町

遊休資産
建物等 7

土地 8

合計 83

   当社のグルーピングは、キャ

ッシュ・フローを生み出す最小

単位として本・支店からなる営

業店舗網を一つの資産グループ

としております。また、遊休資

産については個々の資産単位で

グルーピングを行っておりま

す。

   なお、上記資産グループの回

収可能価額は正味売却価額によ

り測定し、正味売却価額は不動

産鑑定士による評価額に基づい

て算定しております。



前へ   次へ 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加    28,046株 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 341,440 28,046 ─ 369,486



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引は次のとおりであ

ります。

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

器具・ 
備品 
(百万円)

ソフト 
ウェア 
(百万円)

合計 
(百万円)

取得価額 
相当額

422 15 438

減価償却
累計額 
相当額

313 8 322

中間期末 
残高 
相当額

109 6 116

 
 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引は次のとおりであ

ります。

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

器具・
備品 
(百万円)

ソフト
ウェア 
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額 
相当額

212 15 227

減価償却
累計額 
相当額

86 11 97

中間期末 
残高 
相当額

125 3 129

 
 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引は次のとおりであ

ります。

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

器具・
備品 
(百万円)

ソフト 
ウェア 
(百万円)

合計 
(百万円)

取得価額
相当額

212 15 227

減価償却
累計額 
相当額

67 10 77

期末残高
相当額

144 5 150

 

 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 51百万円

１年超 72

計 123

 
 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 41百万円

１年超 93

計 135

 
 

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 40百万円

１年超 114

計 155

 

 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 48百万円

減価償却費 
相当額

42

支払利息相当額 3

 
 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 22百万円

減価償却費
相当額

20

支払利息相当額 2

 
 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 101百万円

減価償却費
相当額

90

支払利息相当額 7

 

４ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし残存

価額を零とする定額法によって

おります。

 

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

５ 利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっており

ます。

 

５ 利息相当額の算定方法

同左

５ 利息相当額の算定方法

同左

オペレーティング・リース取引は次

のとおりであります。

 未経過リース料

１年以内 5百万円

１年超 9

計 14

オペレーティング・リース取引は次

のとおりであります。

 未経過リース料

１年以内 6百万円

１年超 12

計 18

オペレーティング・リース取引は次

のとおりであります。

 未経過リース料

１年以内 7百万円

１年超 15

計 23



(有価証券) 

前中間会計期間末(平成17年９月30日) 

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有しておりません。 

当中間会計期間末(平成18年９月30日) 

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有しておりません。 

前事業年度末(平成18年３月31日) 

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有しておりません。 

  

(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

   １．１株当たり純資産額 

 
   ２．１株当たり中間(当期)純利益 

 
  

(重要な後発事象) 

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 82.70円 １株当たり純資産額 89.05円 １株当たり純資産額 91.72円

１株当たり中間純利益 3.24円 １株当たり中間純利益 0.77円 １株当たり当期純利益 11.59円

なお、潜在株式調整後１株当たり中
間純利益については、希薄化効果を
有している潜在株式が存在しないた
め記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり中
間純利益については、希薄化効果を
有している潜在株式が存在しないた
め記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当
期純利益については、希薄化効果を
有している潜在株式が存在しないた
め記載しておりません。

項目
前中間会計期間末

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度末
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

中間貸借対照表の純資産の部の
合計額(百万円)

― 37,689 ―

普通株式に係る純資産額(百万
円)

― 37,689 ―

普通株式の発行済株式数(千株) ― 423,601 ―

普通株式の自己株式数(千株) ― 369 ―

１株当たり純資産の算定に用い
られた普通株式の数(千株)

― 423,232 ―

項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

中間損益計算書(損益計算書)
上の中間(当期)純利益(百万
円)

1,372 324 5,006

普通株式に係る中間(当期)純
利益(百万円)

1,372 324 4,906

普通株主に帰属しない金額の
主要な内訳(百万円) 
利益処分による役員賞与金

 
―

 
―

 
100

普通株主に帰属しない金額
(百万円)

― ― 100

普通株式の期中平均株式数
(千株)

423,327 423,247 423,299

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり中

間(当期)純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要

新株予約権(新株予約

権の数1,642個) 

なお、これらの概要は

「第４ 提出会社の状

況、１  株式等の状

況、(2) 新株予約権等

の状況」に記載のとお

りであります。

同左 同左



前へ 

該当事項はありません。 



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

  

 
 

有価証券報告書 
及びその添付書類

有価証券報告書の
訂正報告書

事業年度 
(第108期)

事業年度 
（第108期）

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日

平成18年６月29日関東財務局長に提出。

平成18年７月21日関東財務局長に提出。 



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月７日

コ ス モ 証 券 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているコスモ証券株式会社

の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月

３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結

キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立

の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、コスモ証券株式会社及び連結子会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平

成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているも

のと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 藤 間 義 雄 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 日 高 真理子 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月７日

コ ス モ 証 券 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

  

私どもは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているコスモ証券株式会社の平

成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０

日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間

連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私どもの責任は独立

の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

私どもは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私どもに中間連結財務諸表には全体

として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

私どもは、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

私どもは、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、コ

スモ証券株式会社及び連結子会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１８

年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認

める。 

  

会社と私ども両監査法人又はそれぞれの業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 
  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 藤 間 義 雄 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 日 高 真理子 

      

監査法人ブレインワーク 
  

  
代 表 社 員
業務執行社員 

公認会計士 小 林 正 俊 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月７日

コ ス モ 証 券 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているコスモ証券株式会社

の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第１０８期事業年度の中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９

月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、コスモ

証券株式会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年

９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 藤 間 義 雄 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 日 高 真理子 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月７日

コ ス モ 証 券 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

  

私どもは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているコスモ証券株式会社の平

成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第１０９期事業年度の中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３

０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行

った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、私どもの責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

私どもは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私どもに中間財務諸表には全体とし

て中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得るこ

とを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。私ども

は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

私どもは、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、コスモ証券

株式会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月

３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と私ども両監査法人又はそれぞれの業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 
  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 藤 間 義 雄 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 日 高 真理子 

      

監査法人ブレインワーク 
  

  
代 表 社 員
業務執行社員 

公認会計士 小 林 正 俊 
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